
天
正
十
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代
初
頭
の
羽
柴
秀
吉
の
東
国
政
策
を
め
ぐ
っ
て
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秀
吉
・
家
康
の
『
惣
無
事
』
を
中
心
に

尾

下

成

敏

【
要
約
】
　
本
稿
の
目
的
は
、
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
六
月
か
ら
同
十
二
年
七
月
ま
で
の
間
の
羽
柴
秀
吉
と
徳
川
家
康
の
関
係
に
留
意
す
る
形
で
、
秀
吉

の
東
国
政
策
の
内
容
や
、
そ
れ
を
規
定
し
た
背
景
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
検
討
の
結
果
、
①
天
正
十
年
六
月
の
本
能
寺
の
善
後
、
北
条
氏
の
動
向
に
対
処
す
べ
く
、
秀
吉
と
家
康
が
提
携
し
、
対
家
康
戦
開
始
前
の
秀
吉
が
徳
川

攻
め
を
目
論
ん
で
は
い
な
か
っ
た
こ
と
。
②
天
正
十
年
冬
以
降
の
秀
吉
が
、
家
康
の
取
り
組
む
『
惣
無
事
暁
、
す
な
わ
ち
織
田
信
長
在
世
時
の
停
戦
状
態

へ
の
回
帰
を
掲
げ
て
北
条
方
と
反
北
条
方
の
停
戦
を
実
現
せ
ん
と
す
る
無
事
に
関
与
し
、
北
条
氏
の
版
図
拡
大
の
動
き
を
封
じ
よ
う
と
し
た
こ
と
。
③
秀

吉
の
二
三
無
事
』
関
与
後
も
北
条
方
と
反
北
条
方
の
抗
争
が
続
き
、
結
果
、
関
東
で
新
た
な
る
戦
争
が
起
こ
る
可
能
性
が
浮
上
し
た
こ
と
。
④
こ
う
し
た

事
情
や
織
田
信
雄
の
勧
誘
を
背
景
と
し
て
、
家
康
が
対
秀
吉
戦
に
踏
み
切
る
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。
　
　
史
林
　
九
二
巻
五
号
　
一
一
〇
〇
九
年
九
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
本
稿
は
、
天
正
十
年
（
一
五
八
一
一
）
六
月
か
ら
同
十
二
年
七
月
ま
で
の
時
期
、
す
な
わ
ち
本
能
寺
の
変
直
後
か
ら
、
北
条
氏
と
佐
竹
氏
・
宇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

都
宮
氏
ら
が
暫
定
的
に
停
戦
す
る
ま
で
間
の
、
羽
柴
・
徳
川
両
氏
の
関
係
に
奮
及
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
藤
木
久
志
に
よ
る
、
い
わ
ゆ
る
関
東
奥
両
国
惣
無
事
の
発
見
以
降
、
羽
柴
秀
吉
の
東
国
政
策
に
関
す
る
研
究
は
年
々
増
加
し
て
い
る
。
し
か
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③

し
、
そ
の
多
く
は
小
牧
・
長
久
手
の
合
戦
（
註
－
以
下
、
小
牧
合
戦
と
略
称
す
る
）
終
結
後
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
前
の
政
策

を
主
に
取
り
扱
う
研
究
と
な
る
と
、
皆
無
に
等
し
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
加
え
て
合
戦
終
結
前
の
東
国
政
策
の
推
移
は
、
今
に
至
る
も
正
し
く

描
か
れ
て
い
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
秀
吉
の
東
国
進
出
過
程
、
ひ
い
て
は
天
下
統
一
過
程
が
正
確
に
復
元
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味

し
よ
う
。

　
天
正
十
二
年
七
月
以
前
の
東
国
政
策
を
み
る
際
、
秀
吉
と
徳
川
家
康
の
関
係
が
重
要
に
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
良
一
が
雷
及
を

加
え
、
①
小
牧
合
戦
前
の
秀
吉
に
家
康
攻
撃
の
意
図
が
な
か
っ
た
こ
と
、
②
家
康
が
秀
吉
の
勢
力
拡
大
に
危
機
感
を
抱
き
、
織
田
信
雄
を
利
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

し
て
秀
吉
攻
撃
に
踏
み
切
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
た
だ
、
鈴
木
の
主
張
は
、
新
書
の
な
か
で
の
指
摘
で
あ
る
た
め
か
、
具
体
的
証
明
を
伴
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
羽
柴
・
徳
川
関
係
を
規

定
し
た
要
因
に
関
し
言
及
が
な
い
点
に
も
問
題
が
あ
る
。

　
両
氏
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
の
ほ
か
、
家
高
荒
治
郎
や
朝
尾
直
弘
も
言
及
を
加
え
て
い
る
。

　
家
高
は
、
③
天
正
十
一
年
暮
か
ら
翌
十
二
年
二
月
頃
ま
で
の
間
に
、
信
濃
木
曽
福
島
に
拠
る
木
曽
義
昌
が
家
康
方
か
ら
秀
吉
方
へ
寝
返
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
指
摘
し
、
当
時
の
秀
吉
が
木
工
氏
を
抱
き
込
む
こ
と
で
、
徳
川
氏
を
抑
え
よ
う
と
し
て
い
た
と
主
張
し
て
い
る
。

　
朝
尾
は
概
説
書
の
な
か
で
、
④
家
康
を
攻
撃
し
東
国
を
平
定
す
る
こ
と
が
、
秀
吉
の
東
国
政
策
の
骨
子
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
⑤
そ
れ
が
征

夷
大
将
軍
任
官
の
た
め
の
軍
事
行
動
で
あ
る
こ
と
、
⑥
小
牧
合
戦
を
機
と
す
る
秀
吉
の
対
徳
川
政
策
、
ひ
い
て
は
天
下
平
定
構
想
の
転
換
に
伴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
、
こ
の
方
針
も
転
換
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
し
か
し
小
牧
合
戦
開
始
直
後
の
木
曽
の
動
向
を
み
る
限
り
、
家
高
説
に
は
従
え
な
い
（
後
述
）
。
ま
た
朝
尾
説
だ
が
、
将
軍
任
官
構
想
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

い
て
否
定
的
な
見
解
が
示
さ
れ
、
鈴
木
の
如
き
見
解
も
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
④
の
指
摘
と
⑤
の
指
摘
に
つ
い
て
は
疑
問
と
せ
ざ
る
を

得
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
小
牧
合
戦
に
至
る
ま
で
の
秀
吉
と
家
康
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
相
反
す
る
二
つ
の
考
え
方
が
あ
る
。
ゆ
え
に
、
両
者
の
関
係
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が
ど
う
展
開
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
課
題
と
し
て
立
ち
現
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
さ
て
、
か
か
る
課
題
に
挑
む
際
、
注
目
す
べ
き
は
高
橋
博
の
研
究
で
あ
ろ
う
。
高
橋
は
、
⑦
天
正
十
年
十
月
以
降
、
織
田
信
長
生
前
の
「
惣

無
事
」
を
取
り
戻
す
べ
く
、
家
康
が
関
東
の
領
主
ど
う
し
の
停
戦
を
促
す
こ
と
で
「
惣
無
事
」
実
現
を
目
指
す
こ
と
、
⑧
当
時
、
徳
川
氏
に
接

近
し
て
い
た
下
野
の
皆
川
広
照
が
、
家
康
に
よ
る
「
惣
無
事
」
の
実
現
に
期
待
し
て
い
た
こ
と
、
⑨
天
正
十
一
年
十
月
、
秀
吉
が
家
康
に
よ
る

関
東
の
停
戦
推
進
を
認
め
、
協
力
を
惜
し
ま
な
い
と
表
明
し
た
こ
と
で
、
関
東
惣
無
事
令
に
先
行
す
る
政
治
的
下
地
の
構
築
が
始
ま
っ
た
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

⑩
対
羽
柴
戦
に
突
入
し
た
後
も
、
徳
川
氏
が
関
東
の
「
惣
無
事
」
実
現
の
た
め
行
動
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
天
正
十
一
年
十
月
段
階
の
羽
柴
・
徳
川
関
係
に
検
討
を
加
え
た
点
に
お
い
て
、
当
時
の
秀
吉
の
東
国
政
策
を
い
わ
ゆ
る
関
東
惣
無
事
（
註
－

以
下
、
関
東
惣
無
事
と
略
称
す
る
）
の
先
行
政
策
と
位
置
づ
け
る
点
に
お
い
て
、
ま
た
関
東
惣
無
事
を
発
見
し
た
藤
木
が
⑨
や
⑩
の
如
き
指
摘
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

行
っ
て
い
な
い
点
に
お
い
て
、
高
橋
の
指
摘
が
留
意
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
問
違
い
な
い
。
そ
し
て
高
橋
説
は
、
関
東
軍
無
事
出
現
の
過

程
を
み
る
際
、
小
牧
合
戦
前
の
政
治
過
程
の
把
握
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
高
橋
は
、
関
東
の
停
戦
推
進
が
当
初
か
ら

の
既
定
路
線
で
は
な
か
っ
た
こ
と
や
、
天
正
十
　
年
十
月
以
前
に
秀
吉
が
関
東
の
停
戦
推
進
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
ず
（
後

述
）
、
加
え
て
、
同
年
十
一
月
か
ら
翌
十
二
年
三
月
ま
で
の
羽
柴
・
徳
川
関
係
に
つ
い
て
も
何
ら
述
べ
て
い
な
い
。
言
を
加
え
る
と
、
こ
う
し

た
問
題
点
は
今
日
に
至
っ
て
も
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。

　
以
上
、
羽
柴
・
徳
川
関
係
の
展
開
と
い
う
視
点
か
ら
、
秀
吉
の
東
国
政
策
に
関
す
る
研
究
史
に
言
及
を
加
え
、
政
策
の
内
容
に
関
し
て
不
明

確
な
点
が
存
在
す
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
東
国
政
策
を
規
定
し
た
背
景
が
未
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
示
唆
し
よ
う
。
と
す

る
な
ら
、
天
正
十
二
年
七
月
以
前
の
羽
柴
・
徳
川
関
係
の
展
開
に
留
意
す
る
形
で
、
（
1
）
秀
吉
の
東
国
政
策
の
内
容
、
（
2
）
秀
吉
の
東
国
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

策
を
規
定
し
た
背
景
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
検
討
を
加
え
る
。

①
　
こ
の
事
実
に
関
し
て
は
、
齋
藤
慎
一
『
戦
国
時
代
の
終
焉
』
（
申
継
新
書
　
二

　
〇
〇
五
年
）
八
二
頁
－
九
三
頁
、
市
村
高
男
『
戦
争
の
自
本
史
1
0
　
東
国
の
戦
国

　
合
戦
』
（
吉
川
弘
文
館
　
二
〇
〇
九
年
）
二
七
〇
買
を
参
照
。

②
　
藤
木
久
志
「
『
関
東
・
奥
両
国
惣
無
事
』
令
に
つ
い
て
」
（
杉
山
博
先
生
還
暦
記
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天正十年代初頭の羽柴秀吉の東国政策をめぐって（尾下）

　
国
会
編
『
戦
国
の
兵
士
と
農
民
輪
収
録
、
角
川
書
店
　
｝
九
七
八
年
中
。

③
最
近
の
研
究
と
し
て
は
、
矢
部
健
太
郎
「
東
国
隅
隅
無
事
隔
政
策
の
農
開
と
家

　
康
・
景
勝
」
（
『
日
本
史
研
究
臨
五
〇
九
　
二
〇
〇
五
年
）
や
註
①
齋
藤
前
掲
著
書

　
な
ど
が
あ
る
。

④
鈴
木
良
一
『
豊
臣
秀
吉
暁
（
岩
波
新
書
一
九
五
四
年
）
六
七
～
六
九
頁
。

⑤
家
高
荒
治
郎
門
義
脚
」
（
凹
木
瞥
福
島
町
史
第
一
巻
歴
史
編
』
収
録
木
曽
福

　
島
町
　
一
九
八
二
年
、
初
出
｝
九
五
四
年
）
一
五
〇
頁
。

⑥
朝
尾
直
弘
『
大
系
日
本
の
歴
史
⑧
天
下
一
統
隔
（
小
学
館
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

　
一
九
九
一
二
年
、
初
磁
｝
九
八
八
年
）
一
九
八
・
一
九
九
・
二
三
西
頁
。

⑦
三
鬼
清
一
郎
「
戦
国
・
近
世
初
期
の
天
皇
・
朝
廷
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
歴
史
評

　
論
臨
四
九
二
　
～
九
九
～
年
）
四
九
～
五
一
頁
、
堀
新
「
織
田
権
力
論
の
再
検

　
討
」
（
明
共
立
女
子
大
学
文
芸
学
部
紀
要
瞼
四
四
　
一
九
九
八
年
）
七
一
頁
な
ど
。

⑧
高
橋
博
「
天
正
十
年
代
の
東
国
情
勢
を
め
ぐ
る
一
考
田
島
（
糟
弘
前
大
学
国
史
研

　
究
』
九
三
　
～
九
九
二
年
）
二
六
～
三
〇
頁
、
本
稿
で
引
馬
す
る
高
橋
の
見
解
は
、

　
こ
の
論
文
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。

⑨
藤
木
は
、
小
牧
合
戦
開
始
後
の
秀
吉
の
東
国
政
策
に
関
し
て
は
説
明
す
る
が

　
（
門
大
名
の
平
和
薩
惣
無
事
令
扁
四
四
頁
、
藤
木
噸
豊
匪
平
和
令
と
戦
国
社
会
』

　
収
録
、
東
京
大
学
出
版
会
　
一
九
八
五
年
）
、
同
合
戦
開
始
前
の
秀
吉
の
政
策
に

　
つ
い
て
は
醤
及
し
て
い
な
い
。

⑩
小
牧
合
戦
前
の
秀
吉
と
有
力
大
名
の
関
係
を
検
討
し
た
跡
部
信
は
、
当
該
期
の

　
秀
吉
は
有
力
大
名
の
軍
事
的
制
圧
を
第
｝
の
方
針
と
は
し
て
い
な
い
と
述
べ
、
同

　
合
戦
の
結
果
、
軍
事
的
征
報
路
線
か
ら
伝
統
的
国
制
活
用
路
線
へ
転
換
し
た
と
す

　
る
従
来
の
見
方
に
批
判
を
加
え
た
（
「
秀
吉
の
人
質
策
」
二
二
七
～
二
二
九
頁
、

　
藤
田
達
生
嵐
山
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
の
構
造
　
早
場
論
　
上
瞼
収
録
　
岩
田
書

　
院
　
二
〇
〇
六
年
、
初
出
二
〇
〇
五
年
）
。
秀
吉
の
東
国
政
策
を
検
討
す
る
際
、

　
注
目
す
べ
き
見
解
と
言
え
よ
う
。

　
　
し
か
し
跡
部
説
は
、
小
牧
合
戦
前
の
上
杉
氏
や
毛
利
氏
と
の
関
係
を
検
討
す
る

　
こ
と
で
、
得
ら
れ
た
結
論
で
あ
り
、
粗
織
戦
前
の
徳
川
氏
と
の
関
係
を
検
討
す
る

　
こ
と
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
上
記
の
如
き
戦
略
を
定
め
た
要

　
因
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
点
も
念
頭

　
に
置
い
て
検
討
課
題
を
設
定
し
て
い
る
。

第
一
章
　
天
正
十
年
六
月
か
ら
同
十
一
年
十
月
ま
で
の
東
国
情
勢

　
行
論
の
前
提
と
し
て
、
天
正
十
年
（
…
五
八
二
）
六
月
か
ら
翌
十
一
年
十
月
ま
で
、
す
な
わ
ち
北
条
氏
が
織
田
方
の
軍
勢
と
衝
突
す
る
段
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

か
ら
、
秀
吉
が
家
康
の
取
り
組
む
『
惣
無
事
』
に
関
与
す
る
（
後
述
）
ま
で
の
段
階
の
東
国
情
勢
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

（［

j
　
徳
川
・
北
条
両
氏
の
提
携

天
正
十
年
六
月
二
日
の
本
能
寺
の
変
に
よ
り
、
信
長
・
信
忠
父
子
が
横
死
す
る
と
、
相
模
小
田
原
を
本
拠
と
す
る
北
条
氏
政
・
氏
直
父
子
は
、
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織
田
勢
力
圏
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
上
野
・
信
濃
・
甲
斐
三
力
国
へ
の
侵
攻
を
開
始
し
、
版
図
の
拡
大
を
目
論
ん
だ
。

　
六
月
中
旬
、
上
野
へ
侵
攻
し
た
北
条
勢
は
、
同
国
厩
橋
城
に
居
た
織
田
家
重
臣
滝
川
一
益
を
撃
破
し
、
織
田
方
の
軍
勢
を
上
野
国
内
か
ら
一

掃
し
た
。
つ
い
で
隣
国
信
濃
に
軍
勢
を
進
め
て
同
国
の
国
衆
真
田
昌
幸
ら
を
従
え
、
甲
斐
へ
向
け
て
兵
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
北
条
方
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昌
宰
）
　
　
　
　
　
〔
塩
〕

黒
澤
繁
信
が
七
月
十
八
日
付
で
出
し
た
書
状
の
写
に
は
「
然
者
大
手
者
十
二
日
海
野
へ
被
統
御
陣
候
、
く
に
衆
真
田
・
高
坂
・
潮
田
標
識
信
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
隙
〕
　
〔
着
ヵ
〕
②

衆
十
三
頭
者
、
十
三
日
出
仕
候
間
、
信
州
一
返
二
面
明
御
便
候
条
、
五
三
日
之
内
甲
州
江
蘇
為
御
者
馬
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
～
方
、
遠
江
浜
松
を
本
拠
と
す
る
徳
川
氏
も
甲
斐
・
信
濃
の
確
保
を
目
指
し
、
両
国
へ
軍
勢
を
派
遣
し
た
。
七
月
上
旬
、
家
康
自
身
が
浜
松

　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

城
を
発
ち
、
八
月
十
日
、
甲
斐
新
府
城
へ
本
陣
を
進
め
、
同
国
内
へ
侵
攻
し
た
歯
面
の
軍
勢
と
対
峙
し
て
い
る
。
そ
し
て
九
月
、
家
康
は
北
条

方
の
真
田
を
寝
返
ら
せ
、
北
条
勢
の
背
後
を
脅
か
す
こ
と
に
成
功
し
た
。

　
し
か
し
徳
川
・
北
条
両
氏
の
武
力
抗
争
は
、
そ
の
後
間
も
な
く
終
焉
を
迎
え
る
。
十
月
二
十
九
日
、
家
康
と
北
条
父
子
の
停
戦
が
実
現
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

北
条
勢
が
甲
斐
国
内
か
ら
の
撤
兵
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
徳
川
氏
が
北
条
氏
に
上
野
の
沼
田
を
、
北
条
氏
が
徳
川
氏
に
甲
斐
の
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

内
・
信
濃
の
佐
久
郡
を
明
け
渡
す
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
手
直
と
家
康
の
娘
の
縁
談
が
ま
と
ま
っ
た
。
そ
し
て
翌
年
八
月
、
家
康
の
二
女
（
督
）

が
北
条
家
へ
輿
入
れ
し
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
掲
げ
る
の
は
、
下
総
の
結
城
晴
朝
の
配
下
水
谷
勝
俊
へ
出
さ
れ
た
家
康
書
状
の
写
で
あ
る
。
十
月
下
旬
の
徳
川
・
北
条
両
軍
の
停
戦

に
際
し
て
出
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。

　
　
　
⑧

　
史
料
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
各
力
］
　
　
　
ア
　
　
　
　
　
　
（
北
畠
信
雄
．
織
田
信
孝
）

　
急
度
令
啓
候
、
抑
今
度
口
申
合
候
処
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
条
〉

　
度
々
御
理
之
条
、
任
其
儀
氏
直
と
和
与
之
野
面
、

世
之
時
之
節
惣
無
事
尤
候
由
、

　
　
十
月
廿
八
日

　
　
　
上
方
申
事
在
之
付
而
、
三
聖
雄
自
信
兄
弟
、
当
面
対
陣
之
薫
掛
無
事
、
諸
事
御
異
見
等
之
儀
我
等
被
頼
領
置
旨
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
織
田
〉
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
門
令
力
］
　
　
　
　
　
　
　
イ

　
　
　
　
　
　
其
方
如
存
知
、
我
等
年
来
信
長
預
り
御
恩
儀
不
浅
野
間
、
無
異
儀
候
、
々
落
着
ニ
モ
遥
遠
、
僧
長
如
御
在

　
　
　
　
　
　
　
（
結
城
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
水
谷
正
村
）

氏
直
江
申
理
旗
竿
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
細
叢
論
斎
可
請
口
上
腿
、
恐
々
謹
書
、

瑠纈
肇1齢

　　馨

　　箪

　　候
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天正十年代初頭の羽柴秀吉の東国政策をめぐって（尾下）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
（
勝
俊
）

　
　
　
　
　
　
　
水
谷
伊
勢
守
殿

　
傍
線
部
ア
は
停
戦
ま
で
の
過
程
を
示
し
て
い
る
。
信
長
の
子
息
北
畠
信
雄
・
織
田
信
孝
兄
弟
が
家
康
に
、
北
条
氏
と
和
睦
し
「
上
方
申
事
」

に
つ
い
て
「
異
見
」
を
行
う
よ
う
度
々
依
頼
し
て
い
た
と
記
す
が
、
こ
れ
を
素
直
に
読
む
な
ら
、
停
戦
前
の
家
康
は
、
信
雄
・
信
孝
兄
弟
か
ら

の
停
戦
勧
告
を
す
ぐ
に
は
受
諾
せ
ず
、
対
北
条
戦
を
続
行
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
「
上
方
申
事
」
と
は
、
徳
川
・
北
条
両
氏
の
甲
斐
・
信
濃
争
奪
戦
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
行
わ
れ
て
い
た
、
信
雄
・
信
孝
や
織
田
家
重
臣
た
ち

の
権
力
闘
争
を
指
す
。
北
条
勢
撤
退
の
十
数
日
前
、
す
な
わ
ち
十
月
の
中
旬
、
こ
の
抗
争
は
激
し
さ
を
増
し
、
秀
吉
と
信
雄
・
信
孝
兄
弟
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

係
は
既
に
悪
化
し
て
い
た
。
徳
川
領
國
西
方
の
政
治
情
勢
は
不
安
定
と
な
り
、
家
康
が
織
田
方
の
軍
事
的
支
援
を
受
け
る
の
は
、
難
し
い
状
況

だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
よ
う
。

　
家
康
が
信
雄
・
信
孝
兄
弟
の
要
請
を
最
終
的
に
受
け
容
れ
、
北
条
父
子
と
の
停
戦
に
踏
み
切
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
こ
う
し
た
点
に
求
め
ら

れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。（

二
）
　
徳
川
氏
の
『
惣
無
事
騙
推
進

　
北
条
氏
と
の
抗
争
の
際
、
家
康
は
北
関
東
の
領
主
た
ち
と
提
携
し
た
。
例
え
ば
皆
川
広
角
や
結
城
氏
の
配
下
水
谷
政
村
は
、
家
康
の
軍
勢
に

加
わ
り
北
条
勢
と
戦
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
家
康
の
家
臣
井
伊
直
政
が
十
月
二
十
八
日
付
で
作
成
し
、
北
条
氏
へ
提
出
し
た
覚
書
の
な
か
で

　
　
（
皆
川
広
照
）
（
水
谷
政
村
）
⑩

「
み
な
か
わ
方
・
水
之
や
両
人
御
通
候
て
可
給
重
事
」
と
記
し
た
点
、
す
な
わ
ち
皆
川
・
水
谷
両
人
の
北
条
領
国
内
通
行
を
認
め
る
よ
う
要
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

し
た
点
や
、
両
人
の
参
陣
を
伝
え
る
記
述
が
存
在
す
る
点
か
ら
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
佐
竹
義
重
）
（
結
城
晴
朝
）
（
飛
脚
）
⑫

　
ま
た
井
伊
の
覚
書
に
「
さ
た
け
・
ゆ
ふ
き
ゑ
ひ
き
や
く
御
通
可
被
成
之
事
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
は
北
条
氏
に
対
し
、
常
陸
の

佐
竹
氏
や
結
城
氏
へ
飛
脚
を
派
遣
す
る
の
で
、
そ
の
通
行
を
許
可
す
る
よ
う
求
め
た
事
実
や
、
佐
竹
義
重
が
十
月
上
旬
頃
に
上
野
へ
出
兵
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

北
条
方
の
長
尾
管
長
を
攻
撃
し
た
事
実
を
踏
ま
え
る
と
、
齋
藤
慎
～
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
佐
竹
・
結
城
の
両
人
も
家
康
と
提
携
し
て
い
た
と
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⑭

考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
家
康
は
下
野
の
宇
都
宮
国
綱
に
対
し
、
北
条
氏
と
和
解
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
呼
び
か
け
て
い
た
。
九
月
十
三
日
付
で
宇
都
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
条
）

へ
出
さ
れ
た
家
康
書
状
の
写
に
は
「
彼
俵
人
之
貧
苦
種
々
為
計
策
、
和
与
之
段
申
産
着
可
有
之
候
哉
、
一
切
不
可
有
御
許
容
候
」
と
記
さ
れ
て

　
⑮

い
る
。
な
お
、
こ
の
文
面
に
注
目
す
る
な
ら
、
天
正
十
年
九
月
頃
、
北
条
氏
と
宇
都
宮
氏
は
対
立
関
係
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
前
掲
史
料
1
の
傍
線
部
イ
を
み
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
家
康
が
氏
直
に
対
し
、
信
長
在
世
時
の
如
き
「
惣
無
事
」
を
求
め
た
事
実
や
、
そ
の
こ

と
で
結
城
へ
諌
言
す
る
よ
う
水
谷
勝
俊
に
依
頼
し
た
事
実
が
判
明
す
る
。
「
惣
無
事
」
実
現
を
唱
え
、
北
条
方
と
反
北
条
方
の
停
戦
に
着
手
し

た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
雷
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
家
康
が
こ
う
し
た
行
動
に
出
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
佐
竹
氏
・
結
城
氏
・
皆
川
氏
ら

と
提
携
し
、
北
条
氏
に
対
抗
し
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
信
長
在
世
時
の
「
惣
無
事
」
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
小
林
清
治
は
、
天
正
十
年
四
月
・
五
月
段
階
で
、
徳
川
氏
・
北
条
氏
、
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
は
広
く
関
東
に
わ
た
っ
て
和
与
停
戦
の
状
態
が
出
現
し
た
と
主
張
し
て
い
る
。
確
か
に
こ
の
時
期
、
北
条
氏
と
そ
の
周
辺
の
領
主
た
ち
が
戦

闘
を
交
え
た
形
跡
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
同
年
五
月
、
小
山
孝
山
（
秀
綱
）
の
も
と
本
拠
に
し
て
北
条
氏
に
奪
わ
れ
た
下
野
祇
園
城
が
、
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

条
方
か
ら
滝
川
に
引
き
渡
さ
れ
、
や
が
て
は
小
山
へ
返
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
北
条
氏
と
反
北
条
方
の
小
出
氏
の
支
配
領
域
を
確
定

さ
せ
よ
う
と
す
る
動
き
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
こ
の
よ
う
に
、
信
長
が
重
臣
滝
川
を
東
国
の
取
次
と
し
彼
に
関
東
八
箇
国
の
警
固
を
委
ね
た
事
実
、
滝
川
が
砥
園
城
引
き
渡
し
に
関
与
し
た

事
実
か
ら
推
す
な
ら
、
北
条
方
と
反
北
条
方
の
停
戦
を
促
し
、
彼
ら
の
支
配
領
域
確
定
を
推
進
し
た
の
は
、
織
田
政
権
と
判
断
し
て
よ
い
の
で

　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
家
康
の
言
う
「
信
長
駕
御
在
世
之
時
之
節
事
無
事
」
と
は
、
か
か
る
状
況
を
指
し
た
表
現
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ

え
、
家
康
が
北
条
方
と
反
北
条
方
の
停
戦
に
着
手
し
た
こ
と
は
、
高
橋
博
が
指
摘
す
る
如
く
、
信
長
生
前
の
「
惣
無
事
」
の
実
現
を
目
指
し
た

も
の
と
理
解
で
き
よ
う
。
以
後
、
本
稿
で
は
、
信
長
在
世
時
の
停
戦
状
態
へ
の
回
帰
を
掲
げ
、
北
条
方
と
反
北
条
方
の
停
戦
実
現
を
目
指
す
無

事
を
『
惣
無
事
』
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
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天正十年代初頭の羽柴秀吉の東国政策をめぐって（尾下）

　
徳
川
・
北
条
両
氏
が
和
睦
し
た
後
の
『
惣
無
事
』
へ
の
動
き
を
み
よ
う
。

　
天
正
十
一
年
十
月
、
皆
川
や
水
谷
政
村
ら
が
北
条
父
子
と
の
停
戦
交
渉
に
乗
り
出
し
て
い
る
と
の
情
報
が
流
れ
た
。
な
か
で
も
皆
川
・
北
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

両
氏
の
交
渉
は
成
立
間
近
な
状
況
に
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
翌
十
二
年
三
月
、
皆
川
が
家
康
の
家
臣
本
多
正
信
に
書
状
を
出
し
、
家
康

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
よ
る
「
関
東
惣
無
事
」
実
現
を
願
い
出
た
点
、
言
い
換
え
る
と
、
停
戦
推
進
の
動
き
に
応
じ
る
姿
勢
を
み
せ
、
そ
の
実
現
に
期
待
し
た
点
を

踏
ま
え
る
な
ら
、
皆
川
と
北
条
父
子
の
停
戦
交
渉
は
事
実
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
だ
が
、
停
戦
を
拒
み
、
北
条
方
と
の
抗
争
を
継
続
し
た
領
主
も
い
た
。
天
正
十
一
年
十
月
、
結
城
は
陸
奥
の
白
川
義
親
に
～
通
の
書
状
を
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宇
都
宮
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
条
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
佐
竹
）

し
た
。
そ
こ
に
は
「
重
氏
直
向
厩
橋
出
張
、
彼
地
誌
手
裏
、
至
今
普
請
専
候
、
此
上
佐
野
・
当
ロ
へ
可
搬
調
蔵
宿
、
義
重
・
信
心
令
相
談
、
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

般
一
途
可
黒
総
音
感
条
、
可
御
心
露
量
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
北
条
氏
が
下
野
佐
野
（
佐
野
宗
網
の
本
拠
）
と
下
総
結
城
（
結
城
の
本
拠
）
の
攻

略
を
目
指
す
か
も
し
れ
な
い
こ
と
や
、
そ
の
た
め
の
対
処
策
に
つ
い
て
佐
竹
と
宇
都
宮
が
相
談
し
た
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。
か
か
る
内
容
か
ら
、

結
城
・
佐
竹
・
宇
都
宮
三
氏
は
、
北
条
氏
と
未
だ
対
抗
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
天
正
十
年
十
月
の
和
睦
の
際
に
取
り
決
め
ら
れ
た
上
野
沼
田
の
引
き
渡
し
は
、
同
地
を
支
配
す
る
真
田
が
こ
れ
を
拒
否
し
た
こ
と
で
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

現
が
難
し
く
な
り
、
氏
直
の
叔
父
北
条
氏
邦
は
沼
田
城
を
攻
略
目
標
に
据
え
、
北
条
領
国
の
拡
大
を
目
指
し
た
。
一
醤
を
加
え
る
と
、
北
条
・
真

田
両
氏
が
対
立
し
た
際
、
徳
川
氏
が
真
田
氏
を
支
援
し
た
形
跡
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
徳
川
・
真
田
関
係
は
微
妙
な
状
況
だ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ

ろ
う
。
し
か
し
一
方
で
、
沼
田
引
き
渡
し
が
実
現
し
な
い
こ
と
を
、
北
条
氏
が
徳
川
氏
の
約
定
違
反
と
認
識
し
、
後
年
、
秀
吉
に
そ
の
こ
と
を

訴
え
た
事
実
を
考
慮
す
る
と
、
徳
川
・
北
条
関
係
も
微
妙
な
状
況
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
以
上
、
東
国
情
勢
に
つ
い
て
述
べ
た
。
取
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
、
徳
川
氏
と
北
条
氏
が
和
睦
し
た
事
実
、
そ
し
て
家
康
が
「
信
長
如
御
在
世

之
時
之
延
齢
無
事
」
を
唱
え
、
北
条
方
と
反
北
条
方
の
停
戦
を
図
っ
た
も
の
の
、
戦
争
が
止
む
気
配
は
な
く
、
そ
の
実
現
が
困
難
で
あ
っ
た
事

実
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。

　
①
本
稿
に
登
場
す
る
入
物
に
関
す
る
説
明
は
、
断
ら
な
い
限
り
、
高
木
昭
作
監
　
　
修
・
谷
口
克
広
著
噸
織
田
信
長
家
臣
人
名
辞
典
臨
（
吉
川
弘
文
館
｝
九
九
五
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年
）
や
、
『
戦
国
入
名
辞
典
幅
（
吉
川
弘
文
館
　
二
〇
〇
六
年
）
に
依
拠
し
て
い
る
。

②
（
天
正
十
年
）
七
月
十
八
日
黒
澤
繁
信
書
状
写
（
「
甲
斐
国
志
付
録
」
一
戦
国
選

　
文
後
蚊
条
里
編
』
文
書
番
号
二
三
七
七
）
。
以
降
、
『
戦
国
遺
文
　
下
北
条
氏

　
編
㎞
は
隅
戦
国
輪
と
略
称
す
る
。

③
『
三
河
物
語
無
下
（
日
本
思
想
大
系
2
6
）
。

④
『
家
忠
日
記
臨
（
続
増
補
史
料
大
成
）
天
正
十
年
七
月
三
日
条
。

⑤
『
家
忠
日
記
臨
（
続
増
補
史
料
大
成
）
天
正
十
年
八
月
十
日
条
。

⑥
『
家
忠
日
記
幽
（
続
増
補
史
料
大
成
）
天
正
十
年
十
月
二
十
九
賢
条
。

⑦
註
③
前
掲
『
三
河
物
語
幅
下
、
「
乙
骨
太
郎
左
衛
門
覚
書
」
（
『
大
日
本
史
料
輪

　
第
十
一
編
之
二
、
八
五
〇
頁
）
。
以
降
、
『
大
日
本
史
料
』
は
『
大
日
輪
と
略
称
す

　
る
。

⑧
（
天
正
十
年
）
十
月
二
十
八
日
駿
州
家
康
書
状
写
（
「
古
文
書
（
記
録
御
用
所

　
本
）
」
『
愛
知
県
史
資
料
編
1
2
　
織
豊
2
徳
資
料
番
号
二
六
五
）
。
以
降
、
『
愛
知
県

　
史
資
料
編
1
2
　
織
豊
2
』
は
噸
愛
知
』
と
略
称
す
る
。

⑨
拙
稿
「
歯
舌
会
議
後
の
政
治
過
程
扁
（
『
愛
知
県
史
研
究
隔
一
〇
二
〇
〇
六
年
、

　
以
下
、
拙
稿
A
と
称
す
）
二
六
・
二
七
頁
。

⑲
（
天
正
十
年
）
十
月
二
十
八
日
井
伊
直
政
自
筆
覚
書
（
「
木
俣
文
書
」
凹
大
日
瞼

　
第
十
～
編
三
二
、
八
四
九
頁
）
。

⑪
「
寛
永
諸
家
系
図
伝
」
八
三
・
「
寛
政
重
完
黙
家
譜
」
八
六
九
（
い
ず
れ
も

　
咽
大
日
㎏
第
十
一
編
之
一
、
九
〇
三
頁
に
収
録
）
。

⑫
註
⑩
前
掲
（
天
正
十
年
）
十
月
二
十
八
日
共
通
直
政
自
筆
覚
書
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
義
重
）
　
　
　
　
（
長
尾
顕
長
）

⑬
（
天
正
十
年
）
十
月
十
～
日
北
条
国
政
書
状
に
は
「
佐
竹
出
張
、
向
館
林
動

　
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
門
金
室
道
保
氏
所
蔵
文
書
」
『
戦
国
撫
文
書
番
号
二
四
三

　
〇
）
。

⑭
は
じ
め
に
註
①
齋
藤
前
掲
著
書
三
九
・
四
〇
頁
、
本
稿
で
引
用
す
る
齋
藤
の
見

　
解
は
、
す
べ
て
こ
の
著
書
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
言
を
加
え
る
と
、
齋
藤
の
研
究

　
は
高
橋
説
を
踏
ま
え
た
も
の
で
は
な
い
。

⑮
　
　
（
天
正
十
年
）
九
月
十
三
日
徳
川
家
康
書
状
写
（
「
宇
都
宮
氏
家
蔵
文
書
」
矧
大

　
日
睡
第
十
～
編
之
二
、
五
四
八
頁
以
下
）
。

⑯
小
林
清
治
讐
織
田
・
豊
臣
権
力
へ
の
対
応
」
（
小
林
『
奥
羽
仕
置
と
豊
臣
政

　
権
』
収
録
　
吉
川
弘
文
館
　
二
〇
〇
三
年
）
三
六
・
三
七
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
益
）

⑰
（
天
正
十
年
）
五
月
廿
六
日
小
山
空
山
書
状
写
に
は
「
伽
祇
園
去
十
八
滝
川
所
江

　
（
北
条
氏
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
滝
川
【
益
）

　
自
南
方
被
相
星
候
、
袋
許
江
滝
左
可
被
古
渡
分
二
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
「
立

　
石
知
満
氏
所
蔵
文
書
」
糊
戦
国
転
文
書
番
号
二
三
四
三
）
。
こ
の
事
実
は
、
は
じ
め

　
に
註
①
齋
藤
前
掲
軍
士
二
五
頁
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

⑱
㎎
信
長
公
記
』
四
十
五
（
角
川
文
庫
ソ
フ
ィ
ア
）
。

⑲
は
じ
め
に
註
①
市
村
前
掲
著
書
二
五
八
頁
で
は
、
こ
う
し
た
指
摘
が
み
ら
れ
る
。

　
　
な
お
、
小
林
は
、
広
域
的
な
和
与
停
戦
状
態
の
出
現
理
由
を
織
田
政
権
の
指
令

　
の
結
果
と
捉
え
る
こ
と
に
否
定
的
だ
が
（
註
⑯
小
林
前
掲
論
文
三
六
・
三
七
頁
）
、

　
祇
園
城
の
返
還
と
い
う
点
か
ら
推
し
て
、
そ
う
し
た
見
方
は
検
討
を
要
す
る
。

⑳
　
竹
井
英
文
は
、
信
長
と
東
国
諸
領
主
の
「
御
入
魂
」
の
関
係
が
門
惣
無
事
」
と

　
呼
ば
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
轟
二
相
一
和
㎞
と
戦
国
期
東
国
社
会
扁
二
七
五
頁
、

　
佐
藤
博
信
編
『
中
世
東
国
の
政
治
構
造
輪
収
録
、
巻
田
書
院
　
二
〇
〇
七
年
）
。

　
　
し
か
し
「
無
事
」
が
平
和
・
静
穏
を
意
味
す
る
こ
と
や
（
土
井
忠
生
ほ
か
編
訳

　
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』
）
、
史
料
ユ
の
家
康
書
状
写
に
み
ら
れ
る
「
惣
無
事
」
が
、
北

　
条
方
と
反
北
条
方
の
停
戦
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
竹
井
の

　
理
解
に
は
従
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皆
川
忠
宗
力
・
広
照
）
（
義

⑳
雄
）
箔
鉄
鉦
野
冊
冷
籠
政
酎
月
十
一
日
酒
井
政
辰
書
状
写
に
は
「
両
　
皆
　
川
．
壬

　
生
・
下
　
妻
・
下
　
館
各
御
詫
言
申
、
両
皆
川
者
過
半
落
居
由
候
」
と
記
さ
れ
て

　
い
る
（
「
紀
伊
国
藩
中
古
文
書
」
『
藤
岡
町
史
資
料
編
吉
代
・
中
世
瞼
資
料
番
号

　
＝
二
九
）
。
以
降
、
『
藤
岡
町
史
資
料
編
　
古
代
・
中
世
』
は
『
藤
岡
』
と
略
称
す

　
る
。

⑫
　
　
（
天
正
十
二
年
）
三
月
十
二
日
皆
川
広
照
書
状
に
は
「
然
者
関
東
惣
無
事
干
今

　
未
落
居
二
候
、
被
引
詰
様
二
頼
存
留
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
「
三
浦
墨
跡
」
『
大
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日
撫
第
十
一
編
之
五
、
八
一
三
頁
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
冒
候
扁
と
記
さ
れ
て
い
る
（
「
須
田
文
旦
輪
『
戦
国
』
文
書
番
号
二
五
～
二
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
氏

　
⑬
　

（
天
正
十
一
年
）
十
月
十
四
B
結
城
晴
明
書
状
写
（
「
薪
編
会
津
風
土
記
」
凹
藤
　
　
　
　
⑳
天
正
十
七
年
十
～
月
二
十
四
日
羽
柴
秀
吉
朱
印
状
に
は
「
上
野
沼
田
儀
者
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
徳
川
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
直
）

　
　
潤
』
資
料
番
号
一
四
〇
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
条
不
及
自
力
、
却
而
家
康
相
違
之
様
二
申
成
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
「
真
田
宝
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
籔
沼
田
V

　
⑳
　
未
（
天
正
十
一
年
）
四
月
十
日
北
条
氏
邦
朱
印
状
に
は
「
倉
　
内
本
意
者
可
為
　
　
　
　
　
館
所
蔵
文
書
」
上
田
市
立
博
物
館
編
『
秀
吉
と
真
田
輪
＝
二
頁
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
章
　
天
正
十
一
年
十
月
ま
で
の
秀
吉
の
東
国
政
策

　
こ
こ
で
は
、
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
十
月
、
棋
士
口
が
家
康
に
『
惣
無
事
』
実
現
を
督
促
す
る
ま
で
の
時
期
を
対
象
に
、
秀
吉
の
東
圏
政

策
を
検
討
す
る
。
か
か
る
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
は
、
彼
の
対
東
国
戦
略
、
す
な
わ
ち
後
述
の
『
惣
無
事
』
関
与
な
ど
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ

る
が
、
そ
の
際
、
後
世
に
作
成
さ
れ
た
二
次
史
料
を
も
と
に
論
じ
る
こ
と
は
妥
当
な
方
法
で
は
な
い
。
や
は
り
～
次
史
料
か
ら
迫
る
の
が
筋
で

あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
）
　
対
北
条
戦
へ
の
関
与

　
天
正
十
年
六
月
十
三
日
置
山
崎
の
合
戦
で
惟
任
（
明
智
）
光
秀
を
破
っ
た
直
後
、
秀
吉
は
滝
川
一
益
に
書
状
を
出
し
て
い
る
。

　
　
　
①

　
史
料
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
徳
川
）

　
　
今
度
京
都
不
慮
之
儀
、
戦
書
語
、
不
及
是
非
題
目
無
総
計
候
、
就
其
御
手
前
御
気
遣
無
様
二
発
墨
候
、
貴
所
次
第
従
家
康
人
数
を
も
歳
出
、
鞘
取
出
段
々
二

　
　
被
申
付
、
可
有
馳
走
旨
、
家
康
へ
堅
令
相
談
候
間
、
可
御
心
易
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
輝
元
）

　
一
申
国
表
儀
、
敵
城
数
ヶ
所
責
崩
申
二
付
而
、
毛
利
及
迷
惑
、
取
巻
干
城
十
町
・
十
五
町
之
問
罪
出
候
条
、
天
之
与
儀
候
間
、
根
切
可
申
付
と
希
書
、
合
戦
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
織
田
信
長
）

　
　
ハ
不
相
構
、
御
国
五
ツ
致
進
上
、
被
成
御
赦
免
候
様
こ
と
種
々
御
舵
言
錐
申
候
、
是
非
共
可
討
果
と
存
刻
、
上
　
様
不
慮
難
儀
申
来
候
間
、
無
是
非
令
和
与

　
　
　
（
城
力
）

　
　
境
目
口
々
請
取
、
無
異
儀
申
付
置
候
事
、

　
　
　
　
（
中
略
）

75　（871）



　
委
細
之
儀
者
此
仁
申
含
候
間
、
不
能
巨
細
候
、
恐
々
謹
善
面
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
羽
柴
）

　
　
　
　
　
点
ハ
月
什
【
⊥
ハ
ロ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秀
士
ロ
（
花
押
）

　
　
　
　
　
（
滝
川
｝
益
）

　
　
　
　
　
　
瀧
左
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
宿
所

　
注
目
す
べ
き
は
傍
線
部
で
あ
ろ
う
。
滝
川
の
意
向
次
第
で
軍
勢
を
出
す
よ
う
、
秀
吉
が
家
康
に
相
談
を
持
ち
掛
け
た
と
の
記
載
で
あ
る
。
既

に
述
べ
た
如
く
、
六
月
に
滝
川
が
北
条
勢
と
合
戦
に
及
ん
だ
こ
と
、
あ
る
い
は
徳
川
勢
が
甲
斐
・
信
濃
へ
進
軍
し
、
北
条
方
の
軍
勢
と
交
戦
し

た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
傍
線
部
は
事
実
と
み
て
よ
い
。
そ
し
て
滝
川
と
家
康
が
対
抗
す
る
相
手
と
は
、
北
条
氏
政
・
氏
直
父
子
と
み
て
誤

り
は
な
か
ろ
う
。

　
書
状
が
出
さ
れ
た
六
月
二
十
六
日
、
秀
杏
は
織
田
家
を
支
え
る
重
臣
の
一
人
で
あ
り
、
同
月
下
旬
に
は
信
長
の
嫡
孫
三
法
師
（
後
の
織
田
秀

信
）
を
柴
田
勝
家
・
惟
住
（
丹
羽
）
長
秀
・
池
田
恒
興
ら
と
と
も
に
擁
立
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
彼
に
と
り
、
関
東
の
織
田
勢
を
攻
撃
す
る
北
条

父
子
は
許
容
し
難
い
存
在
だ
っ
た
と
み
ら
れ
、
彼
ら
の
版
図
拡
大
を
押
さ
え
る
た
め
に
は
、
北
条
氏
と
境
を
接
す
る
徳
川
氏
の
軍
事
力
を
活
用

す
る
の
が
妥
当
な
方
策
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
信
長
の
横
死
後
、
秀
吉
は
北
条
氏
の
動
向
を
意
識
し
家
康
に
提
携
を
求
め
て
い
た
。
家
康
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

こ
れ
を
受
諾
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
③

　
史
料
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
織
田
）

　
御
懇
之
尊
甲
羅
拝
見
候
、
今
度
信
長
御
不
慮
之
儀
、
黒
棚
無
是
非
次
第
御
座
候
、
（
申
告
）
拙
者
事
、
城
州
山
崎
二
居
城
普
請
申
付
、
畿
内
聴
器
之
儀
候
之

　
条
、
可
御
心
安
候
、
来
年
者
至
東
国
舞
働
、
不
相
届
仁
可
申
付
下
間
、
為
其
刻
遂
面
上
、
可
得
御
意
候
、
恐
僚
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
羽
柴
）

　
　
　
　
　
九
月
廿
B
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秀
吉
（
花
押
）

　
　
　
　
　
（
下
湖
）

　
　
　
　
　
愛
季
公

　
　
　
　
　
　
　
　
貴
報

76　（872）



天正十年代初頭の羽柴秀吉の東国政策をめぐって（尾下）

　
秀
吉
が
出
羽
の
下
圏
愛
季
へ
宛
て
た
書
状
で
あ
り
、
天
正
十
年
に
出
さ
れ
た
文
書
と
さ
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
傍
線
部
で
あ
る
。
「
不

相
通
仁
」
と
は
、
当
時
の
状
況
か
ら
み
て
、
北
条
父
子
を
指
す
と
み
ら
れ
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
天
正
十
年
九
月
段
階
の
秀
吉
は
、
自
身
が
東
国

へ
出
陣
し
北
条
氏
と
対
決
す
る
と
表
明
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
こ
の
書
状
が
出
さ
れ
た
頃
、
徳
川
・
北
条
両
氏
が
甲
斐
・
信
濃
の
争
奪
戦
を
繰
り
広
げ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
史
料
3
の
傍
線
部
を
踏
ま
え

る
な
ら
、
九
月
に
至
っ
て
も
な
お
、
秀
吉
は
北
条
氏
を
敵
視
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
雷
を
加
え
る
と
、
北
条
勢
と
戦
う
徳
川
勢
を
支
援
す
べ
く
、
八
月
頃
に
は
織
田
信
孝
ら
が
東
国
へ
の
軍
勢
派
遣
を
企
て
、
九
月
に
は
北
畠
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

雄
が
三
河
刈
谷
の
水
野
忠
重
を
家
康
の
も
と
へ
派
遣
し
、
ま
た
十
月
上
旬
に
は
柴
田
が
北
条
父
子
と
の
対
決
こ
そ
が
信
長
遺
臣
た
ち
の
な
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

き
こ
と
と
主
張
し
て
い
る
。
北
条
氏
へ
の
敵
対
意
識
は
秀
吉
一
人
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
東
圏
へ
の
織
田
勢
派
遣
も
実
行
に
移
さ
れ
て
い
た
。

　
で
は
、
織
田
方
が
対
北
条
戦
の
遂
行
の
み
を
目
指
し
た
か
と
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
に
は
断
じ
ら
れ
な
い
。
何
故
な
ら
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

信
雄
・
信
孝
兄
弟
は
家
康
に
北
条
氏
と
の
和
睦
を
勧
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
信
長
の
遺
臣
た
ち
は
和
戦
両
様
の
構
え
で
北
条
父

子
に
対
処
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
よ
う
。

（
二
）
　
対
北
条
戦
の
中
止

　
十
月
二
十
九
日
、
徳
川
・
北
条
両
氏
の
和
睦
が
調
い
、
北
条
勢
が
甲
斐
撤
兵
を
開
始
す
る
が
、
そ
の
二
日
後
の
十
一
月
一
日
付
で
秀
吉
は
家

康
の
重
臣
石
川
数
正
へ
一
通
の
書
状
を
出
し
て
い
る
。

　
　
　
⑥

　
史
料
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
織
田
信
長
）

　
　
　
尚
以
、
遠
路
御
飛
脚
畏
入
漁
候
　
上
　
旧
藩
か
た
き
討
、
国
々
堅
申
付
、
成
安
堵
之
思
候
之
処
、
一
年
も
不
相
立
、
か
様
之
申
事
・
悪
心
之
輩
出
来
候

　
　
　
て
、
遠
国
へ
之
外
聞
如
何
と
存
、
迷
惑
申
候
、
已
上
、

　
去
廿
日
御
状
、
昨
日
晦
日
酉
刻
令
拝
見
候
、

77　（873）



ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
織
田
信
雄
）

一
画
御
陳
無
御
心
元
存
、
先
勢
既
二
一
二
鵜
殿
被
申
付
懸
樋
条
、
追
々
人
数
可
相
立
と
存
草
摺
、

　
　
（
織
田
信
孝
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
陸
住
長
秀
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
糎
興
）

行
、
三
七
殿
被
企
御
謀
叛
候
条
、
此
上
者
惟
五
郎
左
衛
門
尉
・
池
田
勝
三
郎
・
我
等
申
談
、

　
　
　
　
　
（
徳
川
）

手
堅
申
付
、
家
康
可
得
御
意
と
存
候
刻
、
被
仰
越
候
、
満
足
仕
候
事
、

　
　
（
中
略
）

イ

　
　
（
国
次
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勝
家
）

成
瀬
藤
八
二
先
度
如
申
含
候
、
誓
紙
之
筈
被
相
違
、
柴
田
以
所

用
恥
辱
を
御
代
二
相
立
、
馳
走
可
申
二
大
方
相
究
候
、
袋
元
弥

但
諸
事
御
分
別
候
て
、
家
康
車
馬
を
浜
松
へ
於
被
納
者
、
目
出
度
可
存
候
、
其
上
請
御
意
、

78　（874）

【
黒
表
早
御
勝
手
二
準
用
候
儀
、
我
等
一
人
満
足
中
々
不
得
諸
候
、

諸
事
御
為
能
様
二
馳
走
可
申
事
、

ウ

　
｝
我
等
儀
者
、
裳
を
以
致
分
別
、
家
康
御
誓
紙
申
請
風
上
者
、
何
様
こ
も
御
異
見
次
第
可
仕
候
問
、
可
有
其
御
心
得
候
事
、

　
【
其
方
従
前
々
別
而
密
男
等
閑
舞
茸
候
間
、
拙
者
事
ハ
家
康
御
前
中
暑
何
様
二
も
型
置
申
候
間
、
御
油
断
有
間
敷
候
、
其
頃
御
手
前
二
候
処
、
御
懇
之
御
状
日

　
来
被
懸
御
目
候
験
と
存
候
、
尚
自
製
可
得
御
意
候
条
、
此
由
御
物
語
義
腰
上
候
て
糞
蝿
候
、
以
飛
脚
申
上
候
、
定
資
望
致
参
着
候
問
、
不
能
巨
細
候
、
恐
々

　
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
羽
柴
）

　
　
　
　
十
一
月
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秀
吉
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
（
数
正
）

　
　
　
　
　
石
川
伯
誉
守
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
返
報

　
ま
ず
傍
線
部
ア
に
注
目
す
る
。
宛
所
が
家
康
の
家
臣
で
あ
る
こ
と
、
徳
川
・
北
条
両
軍
が
十
月
下
旬
ま
で
甲
斐
国
内
で
戦
っ
て
い
た
こ
と
を

踏
ま
え
る
な
ら
、
「
其
御
陳
」
と
は
同
国
内
の
徳
川
陣
営
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
傍
線
部
ア
は
、
信
雄
や
秀
吉
が
家
康
の
も
と
へ

軍
勢
を
派
遣
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
表
現
と
な
ろ
う
。
実
際
、
信
雄
は
水
野
を
家
康
の
陣
営
へ
派
遣
し
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
傍
線
部
イ
を
み
る
。
「
家
康
河
馬
を
浜
松
へ
国
華
納
者
」
は
家
康
が
甲
斐
国
内
か
ら
浜
松
城
へ
帰
陣
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
し
て
家
康
が
帰
陣
す
れ
ば
「
目
出
度
可
存
候
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
こ
の
書
状
が
出
さ
れ
た
十
～
月
上
旬
の
時
点
で
、
秀
吉
は

北
条
氏
攻
撃
に
は
固
執
せ
ず
、
家
康
と
北
条
父
子
の
停
戦
を
勧
め
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
徳
川
・
北
条
両
氏
の
停
戦
時
期
と
史
料
4
の



日
付
に
留
意
す
る
な
ら
、
秀
吉
は
両
氏
の
和
睦
を
知
ら
ぬ
ま
ま
、
史
料
4
を
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
秀
吉
は
な
ぜ
停
戦
を
勧
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
史
料
4
を
素
直
に
読
む
な
ら
、
本
来
は
軍
勢
を
増
強
し
北
条
氏
を
攻
撃
す
る
手
筈
だ

っ
た
の
を
、
傍
線
部
イ
の
「
其
表
早
御
勝
手
仙
髄
成
絵
馬
、
我
等
一
人
満
足
中
々
不
得
申
候
」
と
い
う
理
由
か
ら
停
戦
に
至
っ
た
こ
と
に
な
る
。

言
い
換
え
る
な
ら
、
家
康
の
動
き
に
対
し
秀
吉
が
何
ら
か
の
不
満
を
抱
い
て
い
た
か
ら
、
停
戦
へ
傾
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
た
だ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

そ
れ
が
如
何
な
る
不
満
な
の
か
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
ま
た
秀
吉
と
信
孝
・
柴
田
の
対
立
が
激
化
し
た
こ
と
で
家
康
へ
の
軍
事
的
支
援
が
困
難
と
な
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
関
東
出
兵
が
困
難
と
な

っ
て
い
た
こ
と
も
、
対
北
条
戦
を
中
止
さ
せ
た
理
由
の
一
つ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
言
を
加
え
る
と
、
十
一
月
一
日
段
階
の
秀
吉
は
、
惟
住
や
池

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

田
と
と
も
に
信
雄
を
織
田
家
当
主
に
擁
立
し
、
信
孝
・
柴
田
と
の
対
決
姿
勢
を
強
め
て
い
る
。

天正十年代初頭の羽柴秀吉の東国政策をめぐって（尾下）

（
三
）
　
対
北
条
戦
終
結
後
の
秀
告
と
東
国
諸
領
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
天
正
十
一
年
二
月
上
旬
、
越
後
春
日
山
を
本
拠
と
す
る
上
杉
景
勝
と
織
田
信
雄
・
秀
吉
と
の
問
に
提
携
関
係
が
成
立
し
た
。
上
杉
氏
と
の
関

係
は
、
秀
吉
と
東
国
諸
領
主
と
の
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
本
筋
か
ら
多
少
そ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き

た
い
。

　
　
　
⑩

　
史
料
5

　
　
　
　
覚

　
　
　
（
中
略
）

　
ア
（
北
条
）
（
上
杉
）

一
氏
政
・
景
勝
御
間
柄
之
儀
、
対
小
田
原
御
存
分
在
之
者
、
於
当
方
書
状
取
替
も
在
之
間
飾
弓
、

　
　
（
中
略
）

イ
一
先
越
中
へ
被
出
御
人
数
、
急
可
有
御
手
遣
事
、
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（
織
田
儒
雄
）

　
　
三
介
殿
へ
景
勝
下
獄
御
状
、
御
文
躰
・
上
書
な
と
の
儀
、
様
子
御
両
人
へ
申
渡
候
事
、
右
何
茂
巨
細
之
段
御
両
使
へ
申
渡
者
也
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
長
　
　
盛
）

　
　
　
　
二
月
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
増
田
仁
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
清
　
　
久
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
村
弥
～
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
成
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
田
左
吉

　
　
　
　
　
函
雲
寺

　
史
料
5
は
、
秀
吉
の
家
臣
増
田
長
盛
・
木
村
清
久
・
石
田
三
成
が
上
杉
氏
の
使
僧
西
雲
寺
へ
宛
て
た
覚
書
の
写
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
天
正
十

一
年
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
順
序
は
逆
に
な
る
が
、
傍
線
部
イ
、
す
な
わ
ち
上
杉
勢
の
越
中
出
兵
を
要
求
し
た
箇
所
や
、
提
携
関
係
の
成
立
が
天
正
十
一
年
二
月
で
あ
っ

た
点
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
う
し
た
関
係
が
結
ば
れ
た
の
は
、
越
中
の
佐
々
成
政
や
、
彼
と
結
ぶ
越
前
の
柴
田
を
牽
制
す
る
こ
と
が
目
的
と
み
ら

れ
る
。

　
傍
線
部
ア
を
み
る
。
こ
れ
は
、
上
杉
氏
の
意
向
次
第
に
よ
っ
て
は
、
北
条
氏
と
の
通
交
関
係
は
持
た
な
い
と
申
し
入
れ
た
条
項
で
あ
り
、
景

勝
に
配
慮
す
る
形
で
外
交
を
行
う
と
し
た
条
項
で
あ
る
。
か
か
る
秀
吉
の
姿
勢
は
、
前
年
の
十
月
か
ら
北
条
氏
政
・
氏
直
父
子
と
提
携
し
た
家

康
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
北
条
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
秀
吉
・
家
康
間
に
は
ズ
レ
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
北
条
父
子
攻
撃

を
確
約
し
た
条
項
で
は
な
い
点
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上

　
言
を
加
え
る
と
、
天
正
十
年
十
一
月
、
備
後
在
国
の
将
軍
足
利
義
昭
は
上
杉
一
門
の
　
人
上
条
政
繁
に
御
内
書
を
出
し
、
「
然
者
此
節
景

杉
）
　
（
柴
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

勝
・
勝
家
令
和
与
一
統
、
帰
洛
馳
走
候
様
、
急
度
加
異
見
者
可
為
神
妙
」
と
命
じ
て
い
る
。
上
杉
・
柴
田
両
氏
を
和
解
さ
せ
、
義
昭
の
帰
京
に

関
し
て
馳
走
す
る
よ
う
「
異
兇
」
せ
よ
と
命
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
動
向
は
、
当
時
、
景
勝
が
柴
田
と
提
携
し
、
反
信
雄
・
秀
吉
方
に

属
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
上
杉
氏
を
取
り
込
ん
で
柴
田
氏
を
牽
制
す
る
た
め
に
も
、
多
少

の
歩
み
寄
り
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
時
、
景
勝
の
意
志
次
第
で
は
北
条
父
子
と
通
交
し
な
い
と
い
う
申
し
入
れ
ば
、
効
果
的
と
考
え
ら
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天正十年代初頭の羽柴秀吉の東国政策をめぐって（尾下）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
何
故
な
ら
、
上
杉
・
北
条
両
氏
は
当
時
対
立
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
上
杉
氏
と
提
携
し
た
後
の
四
月
下
旬
、
秀
吉
は
柴
田
を
滅
ぼ
し
越
中
の
佐
々
を
自
派
に
取
り
込
ん
だ
。
こ
れ
に
よ
り
、
対
北
条
外
交
で
上
杉

氏
に
歩
み
寄
る
必
要
性
は
薄
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
さ
き
に
述
べ
た
、
対
北
条
関
係
に
お
け
る
羽
柴
・
徳
川
両
氏
間
の
ズ
レ
は
、

解
消
さ
れ
る
可
能
性
が
出
て
き
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
行
論
の
都
合
上
、
秀
吉
と
反
北
条
方
に
属
す
る
関
東
諸
領
主
と
の
関
係
も
み
る
こ
と
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
天
正
十
一
年
九
月
に
秀
吉
が
結
城
晴
朝
へ
出
し
た
書
状
か
ら
、
羽
柴
・
結
城
両
氏
は
兼
ね
て
か
ら
通
交
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

ま
た
同
年
十
月
の
出
来
事
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
小
林
清
治
の
研
究
に
拠
れ
ば
、
こ
の
年
の
冬
、
秀
吉
と
佐
竹
義
重
が
通
交
を
開
始

　
　
　
⑭

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
天
正
十
一
年
九
月
段
階
に
お
い
て
、
秀
吉
は
反
北
条
方
の
領
主
と
も
外
交
関
係
を
築
い
て
い
た
。
な
お
、
同
年
十

月
以
煎
秀
吉
が
彼
ら
と
対
立
し
た
事
実
は
見
出
せ
な
鴨
・
家
康
に
葱
無
量
実
現
を
督
促
し
た
段
階
で
は
・
こ
れ
ら
の
重
点
に
対
し
敵
対

策
を
採
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
最
後
に
、
対
北
条
戦
終
結
後
に
お
け
る
秀
吉
と
家
康
の
関
係
も
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
前
掲
史
料
4
、
す
な
わ
ち
秀
吉
が
石
川
へ
宛
て
た
十
一
月
～
日
付
の
書
状
に
再
び
注
目
す
る
。
傍
線
部
ウ
は
家
康
の
「
誓
紙
」
提
出
を
願
い

出
た
上
で
、
彼
の
「
異
見
」
を
尊
重
す
る
と
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
天
正
十
年
十
一
月
上
旬
の
秀
吉
は
家
康
と
の
提
携
関
係
を
続
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
た
家
康
は
、
同
年
十
二
月
下
旬
に
信
雄
の
織
田
家
督
相
続
を
了
承
し
、
信
雄
・
秀
吉
に
味
方
し
た
。

　
で
は
何
故
、
秀
吉
は
家
康
と
の
連
携
を
続
け
よ
う
と
し
た
の
か
。
そ
れ
は
、
信
雄
の
支
配
す
る
尾
張
と
家
康
の
支
配
す
る
三
河
が
境
を
接
し

て
い
た
こ
と
に
拠
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
尾
張
の
東
方
に
位
置
す
る
徳
川
氏
を
味
方
と
し
て
お
く
こ
と
で
、
織
田
家
当
主
信
雄
を
取
り

巻
く
情
勢
を
安
定
さ
せ
、
信
孝
・
柴
田
ら
を
圧
倒
し
よ
う
と
目
論
ん
だ
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
天
正
十
一
年
正
月
以
降
を
み
よ
う
。
こ
の
時
期
も
両
者
の
通
交
関
係
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
同
年
四
月
に
家
康
は
秀
吉
へ
返
書
を
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

し
、
信
濃
経
略
が
一
段
落
し
た
の
で
帰
陣
す
る
と
報
じ
て
い
る
。
ま
た
信
孝
・
柴
田
の
滅
亡
後
、
家
康
は
秀
吉
に
初
花
の
小
壷
を
贈
り
、
秀
吉
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⑲

は
家
康
に
不
動
国
行
の
太
刀
を
贈
っ
て
い
る
。

　
通
交
関
係
が
維
持
さ
れ
て
い
る
上
に
、
天
正
十
年
六
月
か
ら
翌
十
一
年
十
月
ま
で
の
問
、
羽
柴
氏
が
徳
川
氏
を
敵
対
臭
し
た
明
確
な
証
拠
は

存
在
し
な
い
の
で
、
こ
の
時
期
の
秀
吉
が
家
康
を
武
力
で
打
倒
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
天
正
十
一
年
九
月
、
家
康
の
重
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

本
多
忠
勝
が
水
谷
勝
俊
に
対
し
、
秀
吉
が
家
康
と
入
魂
に
し
て
い
る
と
報
じ
た
事
実
か
ら
推
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
し
て
既
に
述
べ
た
如
く
、
北
条
父
子
へ
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
秀
吉
と
家
康
の
間
に
存
在
し
た
ズ
レ
も
、
四
月
下
旬
頃
に
は
解
消
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
可
能
性
が
生
じ
て
い
た
。
両
者
を
と
り
ま
く
政
治
情
勢
は
決
し
て
悪
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
四
）
　
天
正
十
一
年
十
月
の
東
国
政
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
賎
ヶ
岳
の
合
戦
後
、
秀
吉
は
惟
住
・
池
田
ら
と
の
間
で
上
下
の
関
係
を
構
築
し
、
主
君
信
雄
か
ら
の
独
立
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
に

引
用
す
る
の
は
、
そ
の
頃
に
秀
吉
が
家
康
へ
出
し
た
書
状
の
写
で
あ
る
。

　
　
　
⑬

　
史
料
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ

　
従
甲
州
御
館
城
之
由
候
間
、
以
一
楽
申
入
候
、
伍
信
州
御
手
置
等
丈
夫
被
仰
付
叢
叢
肝
要
季
候
、
兼
而
又
関
東
由
無
事
之
儀
被
覆
田
虫
由
被
仰
越
候
、
乍
去

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
（
織
隈
信
長
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ

自
今
御
遅
延
二
候
、
如
何
様
之
儀
二
而
御
座
候
哉
、
最
前
上
　
様
御
在
世
之
御
笠
、
何
茂
無
期
疎
略
方
々
二
候
間
、
早
速
御
無
事
モ
被
仰
調
尤
候
、
自
然
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ

角
延
引
有
之
仁
御
座
慰
者
、
受
遺
被
仰
越
候
者
、
御
談
合
申
、
急
度
其
御
行
可
有
之
候
、
随
而
日
向
巣
鷹
・
弟
鷹
愛
元
二
二
塁
敷
候
問
、
進
上
候
、
従
九
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
吉
　
次
）

近
日
鷹
可
上
候
由
候
聞
、
重
而
可
進
之
候
、
委
細
之
段
西
尾
小
左
衛
門
申
含
候
、
恐
々
謹
醤
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
羽
柴
筑
前
守

　
　
　
　
十
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秀
吉

　
　
　
　
　
（
徳
川
家
康
）

　
　
　
　
　
参
河
守
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
人
々
御
中

82　（878）



天正十年代初頭の羽柴秀吉の東国政策をめぐって（尾下）

　
天
正
十
一
年
に
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
最
初
に
注
目
し
た
い
の
は
、
傍
線
部
の
ア
と
イ
で
あ
る
。
ア
で
は
、
家
康
が
「
関
東
」
の
「
無

事
」
を
唱
え
、
そ
の
旨
を
秀
吉
に
既
に
報
じ
て
い
た
こ
と
が
、
イ
で
は
、
そ
の
「
無
事
」
が
な
か
な
か
実
現
し
な
い
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
、
第
一
章
で
述
べ
た
、
家
康
が
推
し
進
め
る
『
惣
無
事
』
を
指
す
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
史
料
6
の
「
無
事
」
と
は
、
家

康
が
取
り
組
ん
だ
『
惣
無
事
』
と
考
え
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。

　
つ
ぎ
に
傍
線
部
の
ウ
～
オ
に
注
目
す
る
。
ウ
は
、
秀
吉
の
家
康
に
対
す
る
申
し
入
れ
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
は
傍
線
部
イ
に
記
さ
れ
た
よ
う

な
状
況
を
打
開
す
る
た
め
、
「
関
東
」
の
「
無
事
」
を
早
速
実
現
さ
せ
る
よ
う
に
と
督
促
し
た
内
容
で
あ
る
。
エ
で
は
、
「
無
事
」
実
現
を
延
引

さ
せ
る
領
主
が
い
た
場
合
、
そ
の
こ
と
を
秀
吉
に
報
告
す
る
よ
う
求
め
、
オ
で
は
、
秀
吉
・
家
康
両
人
が
談
合
の
上
で
、
承
諾
し
な
い
者
に
対

し
「
御
行
」
、
す
な
わ
ち
軍
事
行
動
に
出
る
と
述
べ
て
い
る
。
「
無
事
」
を
妨
害
す
る
者
に
武
力
を
行
使
す
る
と
の
方
針
を
打
ち
出
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
、
秀
吉
が
関
東
の
「
無
事
」
を
目
指
し
た
事
実
、
雷
い
換
え
る
と
、
家
康
が
推
進
役
を
担
う
『
惣
無
事
』
に
関
与
し
た
事
実
が
浮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

上
す
る
。
家
康
を
介
し
て
北
条
父
子
と
反
北
条
方
の
領
主
た
ち
と
の
停
戦
を
推
し
進
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
史
料
6
の
傍
線
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ア
や
強
聴
正
戦
の
中
止
時
期
か
ら
推
し
て
、
天
正
十
年
冬
以
降
と
み
て
誤
り
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
最
初
に
紹
介
し
た
高
橋
説
、
す

な
わ
ち
天
正
十
一
年
十
月
、
秀
吉
が
家
康
に
よ
る
関
東
の
停
戦
推
進
を
認
め
た
と
す
る
説
は
修
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
秀
吉
は
二
つ
の
目
的
か
ら
『
惣
無
事
』
に
関
わ
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
家
康
の
取
り
組
む
『
惣
無
事
隔
を
利
用
し
て
北
条
方

と
反
北
条
方
を
停
戦
さ
せ
、
北
条
氏
の
版
図
拡
大
を
抑
え
よ
う
と
す
る
目
的
で
あ
ろ
う
。
停
戦
の
実
現
は
北
条
父
子
の
版
図
拡
大
を
困
難
に
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

せ
る
も
の
で
あ
る
。
畿
内
近
国
や
西
国
に
反
羽
柴
勢
力
が
存
在
し
、
ま
た
徳
川
・
北
条
両
氏
が
提
携
関
係
に
あ
っ
て
、
北
条
攻
め
が
困
難
で
あ

る
以
上
、
妥
当
な
方
策
で
は
あ
ろ
う
。

　
今
一
つ
の
目
的
は
、
『
惣
無
事
臨
が
実
現
し
な
い
場
合
、
関
東
で
新
た
な
る
戦
争
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
傍
線
部
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
そ
の
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
領
国
が
関
東
西
方
に
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
徳
川
勢
出
兵
の
可
能
性
が
生
じ
て
こ
よ
う
。

83　（879）



家
康
が
新
た
な
る
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
取
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
、
天
正
十
一
年
十
月
の
秀
吉
が
和
戦
両
様
の
構
え
を
採
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

　
　
『
惣
無
事
』
に
つ
い
て
今
少
し
雷
を
加
え
よ
う
。
既
に
述
べ
た
如
く
、
信
長
最
晩
年
の
関
東
で
は
、
北
条
方
と
反
北
条
方
の
停
戦
を
推
し
進

め
る
動
き
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
は
『
惣
無
事
瞼
や
後
の
関
東
惣
無
事
と
も
共
通
す
る
動
き
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
、
本
稿
の
賢
頭
で
紹
介

し
た
高
橋
の
指
摘
、
す
な
わ
ち
関
東
惣
無
事
に
先
行
す
る
政
治
的
下
地
の
構
築
開
始
を
天
正
十
一
年
と
す
る
指
摘
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

84　（880）

①
「
大
阪
城
天
守
閣
所
蔵
文
書
偏
（
㎎
大
阪
城
天
守
閣
紀
要
』
三
六
号
収
録
）
。

②
第
一
章
註
⑮
（
天
正
十
年
）
九
月
十
三
日
徳
川
家
康
葉
状
写
に
は
「
然
者
此
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
秀
吉
）
　
（
長
秀
）
　
（
勝
家
）

　
之
様
躰
、
最
前
如
申
入
候
、
難
無
上
勢
羽
柴
・
惟
住
・
柴
田
始
、
悉
至
当
表
出
勢

　
之
催
敵
方
へ
も
相
聞
候
鰍
、
一
向
無
料
躰
候
、
近
々
上
方
人
数
着
陣
候
問
、
弥
根

　
切
案
之
濫
悪
」
と
あ
り
、
対
北
条
戦
の
た
め
、
秀
吉
ら
が
軍
勢
を
出
す
予
定
で
あ

　
る
と
報
じ
て
い
る
。
か
か
る
記
載
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
秀
吉
・
家
康
編
入
の
間
に

　
提
携
関
係
が
存
在
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

③
「
秋
田
家
史
料
」
（
『
秋
田
県
史
資
料
古
代
・
中
世
編
㎞
資
料
番
号
八
四

　
八
）
。

④
加
藤
益
幹
「
天
正
十
年
九
月
王
日
付
惟
住
（
丹
羽
）
長
秀
宛
柴
田
勝
家
書
状
に

　
つ
い
て
」
（
馴
愛
知
県
史
研
究
』
　
一
〇
　
二
〇
〇
六
年
）
五
九
～
六
一
頁
。

⑤
（
天
正
十
年
）
十
月
六
日
柴
照
勝
家
覚
書
写
に
は
門
殊
更
北
条
事
、
御
在
世
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
徳
川
）

　
者
毎
事
伺
御
意
候
処
、
立
所
替
覚
悟
、
無
所
存
候
輩
・
家
康
ト
対
陣
、
既
実
否
究

　
候
段
、
天
与
候
条
、
各
遂
梱
談
、
懸
向
、
即
座
追
崩
討
果
候
者
、
誠
続
目
義
軍
忠

　
且
者
御
弔
ニ
モ
成
、
且
者
一
天
下
之
誉
不
可
過
之
候
哉
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
「
南

　
行
雑
録
」
『
愛
知
』
資
料
番
号
二
〇
四
）
。

⑥
「
真
田
宝
物
館
所
蔵
文
書
扁
（
『
愛
知
』
資
料
番
号
二
〇
九
）
。

⑦
信
雄
ら
が
和
睦
を
勧
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家
康
が
す
ぐ
に
勧
告
に
応
じ
な

　
か
っ
た
こ
と
が
不
満
の
原
因
か
も
し
れ
な
い
が
、
確
定
は
で
き
な
い
。

⑧
第
～
尊
王
⑨
拙
稿
A
、
二
六
～
二
九
頁
。

⑨
片
桐
昭
彦
「
上
杉
景
勝
の
上
洛
」
（
『
上
越
市
史
通
史
編
2
中
世
』
第
六
章
第

　
一
節
　
上
越
市
　
二
〇
〇
四
年
）
四
七
〇
頁
。

⑩
「
別
本
歴
代
熟
案
」
（
『
愛
知
駈
資
料
番
号
二
七
三
）
。

⑪
（
天
正
十
年
）
十
一
月
二
十
一
日
足
利
義
昭
御
内
書
（
門
斎
藤
秀
平
氏
旧
蔵
文

　
書
」
噸
上
越
市
県
別
編
2
　
上
杉
氏
文
書
集
二
撫
文
書
番
号
二
六
〇
四
）
。
以
降
、

　
噸
上
越
市
史
別
編
2
　
上
杉
氏
文
書
集
二
㎞
は
噸
上
越
』
と
略
称
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
碓

⑫
（
天
正
十
年
）
七
月
十
九
日
上
杉
景
勝
轡
状
に
は
門
北
条
氏
痘
出
馬
、
田
鼠

　
井
）

　
井
与
峠
取
越
候
条
、
成
幸
之
思
、
遂
一
戦
、
此
節
東
北
之
可
付
是
非
二
議
候
処
、

　
如
何
之
分
別
雨
霧
、
裳
之
谷
津
彼
之
構
節
所
、
不
出
合
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る

　
（
［
個
人
蔵
文
書
」
噸
上
越
』
文
書
番
号
二
四
七
二
）
。

⑬
（
天
正
十
一
年
）
九
月
四
日
羽
柴
秀
吉
書
状
に
は
「
就
申
自
前
々
被
仰
談
儀
候

　
条
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
「
佐
竹
文
書
」
囎
大
日
隔
子
十
一
編
之
四
、
七
八
八
頁
以

　
下
）
。

⑭
　
第
｝
騎
乗
⑯
小
林
前
掲
論
文
三
九
頁
。

⑮
真
田
昌
幸
へ
出
さ
れ
た
（
天
正
十
三
年
）
十
月
十
七
目
羽
柴
秀
吉
直
書
に
は

　
「
未
申
遣
候
之
処
、
道
茂
所
へ
之
書
状
披
見
候
、
委
細
段
被
聞
召
届
候
」
と
記
さ

　
れ
て
い
る
（
「
真
田
家
文
書
」
桝
大
日
瞼
第
十
一
編
之
二
十
二
、
三
八
頁
）
。
こ
こ

　
か
ら
、
羽
柴
・
真
田
両
氏
が
通
交
を
開
始
す
る
の
は
、
天
正
十
三
年
十
月
以
降
と



天正十年代初頭の羽柴秀吉の東国政策をめぐって（尾下）

　
考
え
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
宇
都
宮
国
綱
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
不
明
と
せ
ざ
る

　
を
得
な
い
。

⑯
第
一
章
註
⑨
拙
稿
A
、
三
〇
頁
。

⑰
（
天
正
十
｝
年
）
四
月
二
十
二
日
徳
川
家
康
書
状
写
に
は
「
其
表
厳
儀
具
示
給

　
薬
毒
本
望
候
、
此
方
之
儀
も
信
落
掌
属
存
分
隙
明
候
問
、
頓
而
可
下
馬
候
」
と
記

　
さ
れ
て
い
る
（
「
古
今
消
恵
集
」
『
徳
川
家
康
文
書
之
研
究
　
上
巻
㎞
五
【
九
頁
以

　
下
）
。

⑱
欄
家
忠
日
記
㎞
（
続
増
補
史
料
大
成
）
天
正
十
一
年
五
月
二
十
一
日
条
。

⑲
『
家
忠
日
記
隔
（
続
増
補
史
料
大
成
）
天
正
十
一
年
八
月
六
日
町
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
秀
　
吉
）

⑳
　
（
天
正
十
一
年
）
九
月
十
五
日
本
多
忠
勝
書
状
写
に
は
「
江
上
方
士
、
筑
前
守

　
　
　
　
　
（
徳
川
）

　
侮
篇
に
も
家
康
与
入
魂
被
申
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
「
中
村
不
能
斎
採
集
文
轡
扁

　
『
大
日
』
第
十
一
編
之
五
、
六
九
頁
）
。

⑳
齋
藤
慎
　
は
、
天
正
十
年
十
月
下
旬
段
階
の
家
康
が
信
雄
を
盛
り
立
て
、
徳

　
川
・
北
条
同
盟
を
軸
と
し
て
鞍
置
家
体
制
の
存
続
を
図
り
、
秀
吉
と
対
峙
し
た
と

　
主
張
し
て
い
る
（
は
じ
め
に
註
①
齋
藤
前
掲
著
書
四
〇
～
四
三
頁
）
。
し
か
し
、

　
こ
の
年
の
冬
の
時
点
で
家
康
が
秀
吉
と
対
峙
し
た
と
す
る
明
確
な
根
拠
が
示
さ
れ

　
て
い
な
い
。
ま
た
秀
吉
が
信
雄
を
織
田
家
当
主
に
擁
立
し
た
事
実
や
、
家
康
と
提

　
曝
し
て
い
た
事
実
か
ら
し
て
も
、
か
か
る
主
張
に
は
従
え
な
い
。

⑫
　
拙
稿
「
羽
柴
秀
吉
陣
立
書
の
周
辺
偏
（
藤
井
譲
治
・
杉
由
正
明
・
金
鎖
章
・
裕
編

　
『
大
地
の
肖
像
暁
京
都
大
学
学
術
出
版
会
　
二
〇
〇
七
年
、
以
下
、
拙
稿
B
と
称

　
す
）
二
五
〇
頁
。

⑬
　
「
武
徳
編
年
集
成
」
（
『
大
日
嚇
第
十
～
編
之
五
、
二
〇
二
頁
以
下
）
。

⑳
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
市
村
雪
男
の
指
摘
が
あ
る
。
市
村
は
、
「
持
田
文
轡
」

　
所
収
の
十
一
月
十
五
日
徳
川
家
康
書
状
写
（
『
戦
国
隔
文
書
番
号
四
五
三
二
）
を

　
天
正
十
一
年
の
発
給
と
判
断
し
た
上
で
、
同
年
に
秀
吉
が
「
関
東
惣
無
事
扁
に
着

　
物
し
た
と
述
べ
て
い
る
（
は
じ
め
に
註
①
市
村
前
掲
著
書
二
六
八
頁
）
。
し
か
し

　
年
代
比
定
の
根
拠
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
主
張
は
疑
問
と
せ
ざ

　
る
を
得
な
い
。

　
　
竹
井
英
文
は
、
史
料
6
と
門
持
田
文
書
」
所
収
の
家
康
書
状
写
か
ら
、
天
正
十

　
一
年
十
月
、
秀
吉
が
関
東
の
「
惣
無
事
」
に
着
手
し
た
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た

　
家
康
書
状
の
写
に
つ
い
て
、
史
料
6
の
発
給
を
受
け
る
形
で
作
成
さ
れ
、
北
条
氏

　
の
も
と
へ
届
け
ら
れ
た
文
書
の
写
と
み
な
し
て
い
る
。
家
康
書
状
の
全
文
を
掲
げ

　
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
秀
吉
〉

　
関
東
惣
無
事
之
儀
二
付
而
、
従
羽
柴
方
如
此
申
来
候
、
其
趣
先
書
申
入
上
之
問
、

　
　
　
　
　
〔
泰
勝
）

　
只
今
朝
比
奈
弥
太
郎
為
持
、
守
瓜
披
見
進
之
候
、
好
々
被
遂
御
勘
弁
、
御
報
可
示

　
　
　
　
　
（
北
条
）

　
預
候
、
此
通
氏
直
江
も
可
申
達
候
処
、
御
在
陣
之
儀
二
野
条
、
不
能
其
儀
候
之
条
、

　
様
子
御
下
江
沼
下
届
可
然
暴
騰
留
書
候
、
委
細
弥
太
郎
日
上
二
更
含
候
、
恐
々
謹

　
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
徳
用
）

　
　
　
　
十
【
月
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
康
（
花
押
影
）

　
　
　
　
　
　
　
（
氏
政
）

　
　
　
　
　
　
北
条
左
京
太
夫
殿

　
　
竹
井
が
こ
の
文
書
の
年
代
を
天
正
十
　
年
と
し
た
根
拠
は
、
史
料
6
の
内
容
と

　
対
応
す
る
点
、
文
書
の
日
付
が
近
接
し
て
い
る
点
に
あ
る
（
第
一
章
註
⑳
竹
井
前

　
掲
論
文
二
六
九
・
二
七
〇
頁
）
。
し
か
し
天
正
十
一
年
に
比
定
す
る
た
め
に
は
、

　
同
年
十
一
月
時
点
で
氏
直
が
「
在
陣
」
し
て
い
た
事
実
も
証
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
竹
井
説
は
検
討
を
要
す
る
と
考
え
る
。
な
お
、
竹
井
の
研
究
は
高
橋

　
説
を
踏
ま
え
た
も
の
で
は
な
い
。

⑳
　
史
料
的
制
約
も
あ
り
、
欄
惣
無
事
』
に
関
与
し
た
具
体
的
時
期
は
明
ら
か
に
で

　
き
な
い
。

⑳
　
天
正
十
年
九
月
上
旬
頃
、
秀
吉
は
阿
波
へ
軍
勢
を
出
し
長
宗
我
部
二
親
と
戦
端

　
を
開
い
て
い
る
（
拙
稿
「
羽
柴
報
告
勢
の
淡
路
・
阿
波
出
兵
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

　
二
一
四
　
二
〇
〇
九
年
）
八
五
～
九
二
頁
。
ま
た
天
正
十
年
冬
か
ら
翌
十
一
年
夏

　
ま
で
の
間
、
織
田
一
門
・
重
臣
た
ち
と
抗
争
を
繰
り
広
げ
て
い
た
（
第
一
章
註
⑨

　
拙
稿
A
、
一
一
九
～
三
四
頁
）
。
加
え
て
「
柴
田
退
治
記
」
に
拠
れ
ば
、
紀
伊
の
雑

　
賀
惣
国
一
揆
や
和
泉
の
根
来
寺
と
も
対
立
し
て
い
る
（
鴨
群
書
類
従
』
第
二
一
輯
）
。
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⑳
　
対
北
条
戦
中
止
後
か
ら
史
料
6
発
給
直
前
ま
で
の
間
、
秀
吉
が
家
康
に
関
東
侵
　
　
　
　
　
攻
を
黒
め
か
し
た
事
例
は
確
認
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
第
三
章
　
天
正
十
一
年
十
一
月
以
降
の
秀
吉
の
東
国
政
策

天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
十
一
月
か
ら
翌
十
二
年
七
月
ま
で
の
秀
吉
の
東
国
政
策
を
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
［
）
　
小
牧
合
戦
前
に
お
け
る
関
東
諸
領
主
と
の
関
係

十
一
月
五
日
付
の
秀
吉
書
状
を
み
る
。
天
正
十
一
年
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
①

史
料
7

九
月
王
日
御
札
具
令
拝
見
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
元
　
総
）
　
（
華
言
）

一
去
夏
先
書
二
委
曲
如
申
入
候
、
北
国
・
西
国
不
残
申
付
候
故
、
小
早
川
・
吉
川
両
人
事
、
蝋
様
日
二
致
出
仕
、
在
大
坂
仕
様
事
、

　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
徳
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
羽
柴
）
　
　
　
　
（
北
条
氏
）
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～
御
国
之
儀
悉
承
届
候
、
家
康
・
我
等
別
而
無
等
閑
候
之
条
、
其
表
無
事
之
儀
モ
可
為
秀
吉
次
第
候
、
閣
議
之
儀
者
不
軽
量
候
、
何
モ
不
日
髄
之
御
使
者
可
被

　
差
上
之
由
候
、
労
其
節
可
申
承
候
、
尚
御
使
へ
申
渡
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
十
一
月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
秀
吉
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
宛
名
書
は
な
い
が
、
『
大
日
本
史
料
』
第
十
一
編
之
四
の
編
者
は
、
関
東
の
領
主
に
宛
て
た
も
の
と
判
断
し
て
い
る
。
結
論
を
先
に
言
え
ば
、

か
か
る
判
断
は
正
し
い
と
考
え
る
。

　
傍
線
部
を
み
よ
う
。
秀
吉
が
「
家
康
・
我
等
別
而
無
等
閑
候
」
と
記
し
た
上
で
、
「
其
表
無
事
難
儀
」
は
「
秀
吉
次
第
」
と
主
張
し
て
い
る

点
か
ら
、
「
端
居
無
事
」
と
は
家
康
の
関
与
す
る
「
無
事
」
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
相
州
」
す
な
わ
ち
北
条
氏
の
本
国
相
模
が
登
場
し
て
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
史
料
7
は
『
惣
無
事
』
に
関
す
る
史
料
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
宛
所
は
関
東
の
領
主
と
断
じ
て
よ
い
。
天
正
十
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～
年
十
一
月
段
階
に
お
い
て
も
、
秀
吉
は
家
康
を
介
し
た
『
惣
無
事
』
の
推
進
を
目
論
み
、
そ
れ
は
「
秀
吉
次
第
」
と
標
榜
し
て
い
た
。

　
家
康
の
動
き
を
み
よ
う
。
彼
が
秀
吉
か
ら
の
『
惣
無
事
』
実
現
の
要
請
を
拒
絶
し
た
形
跡
は
見
出
せ
な
い
。
ま
た
既
に
述
べ
た
が
、
小
牧
合

戦
勃
発
後
の
天
正
十
二
年
三
月
目
皆
川
写
照
は
本
多
正
信
に
一
通
の
書
状
を
出
し
、
家
康
に
よ
る
「
関
東
惣
無
事
」
の
実
現
を
希
望
し
て
い
る
。

年
が
改
ま
っ
た
段
階
に
お
い
て
も
、
皆
川
は
家
康
を
『
惣
無
事
』
の
鍵
を
握
る
人
物
と
認
識
し
、
そ
の
実
現
を
依
頼
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

家
康
は
『
惣
無
事
』
実
現
の
要
請
を
受
け
容
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
で
は
、
秀
吉
の
『
惣
無
事
』
実
現
督
促
後
、
北
条
方
と
反
北
条
方
の
抗
争
は
如
何
な
る
展
開
を
辿
っ
た
の
か
。

　
天
正
十
一
年
十
一
月
下
旬
、
そ
れ
ま
で
北
条
方
に
属
し
て
い
た
上
野
の
由
良
国
繁
と
長
尾
顕
長
が
北
条
氏
政
・
玉
膚
父
子
に
反
旗
を
翻
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

北
条
方
の
富
岡
対
馬
入
道
の
居
城
同
国
小
泉
城
を
攻
撃
し
た
。
こ
の
時
、
佐
竹
義
重
は
由
良
・
長
尾
両
氏
を
支
援
、
十
二
月
中
旬
頃
、
佐
竹
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
義
重
）

軍
勢
が
小
泉
城
を
攻
撃
し
た
。
十
二
月
に
出
さ
れ
た
建
直
の
書
状
に
は
「
十
三
日
之
注
進
状
、
一
昨
十
五
参
着
、
令
披
見
候
、
佐
竹
敗
北
之
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

令
仁
政
意
候
、
此
度
農
地
堅
固
之
仕
置
故
、
無
斯
斯
早
々
退
散
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
事
実
か
ら
、
北
条
氏
と
佐
竹
氏
が
対
立
し
て
い

た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
真
田
氏
も
北
条
氏
と
依
然
対
立
し
て
い
た
。
天
正
十
二
年
正
月
頃
、
北
条
方
に
属
す
る
上
野
白
井
の
長
尾
官
憲
勢
と
真
田
勢
が
戦
闘
を

交
え
て
い
る
。
こ
の
年
の
正
月
、
真
田
昌
幸
が
家
臣
長
井
主
税
へ
宛
て
た
判
物
の
写
に
は
「
其
方
以
計
策
、
白
井
衆
谷
中
へ
引
入
、
悉
討
取
回

　
　
　
　
⑤

条
」
と
あ
る
。

　
天
正
十
一
年
回
～
月
か
ら
翌
十
二
年
三
月
の
小
牧
合
戦
勃
発
直
前
ま
で
の
間
、
依
然
抗
争
を
続
け
る
北
条
氏
・
佐
竹
氏
・
真
田
氏
ら
関
東
の

諸
領
主
を
、
秀
吉
が
武
力
攻
撃
の
対
象
と
し
た
形
跡
は
な
い
。
し
か
し
彼
ら
の
よ
う
な
、
停
戦
勧
告
に
従
わ
な
い
領
主
が
い
る
と
す
れ
ば
、
前

掲
史
料
6
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
は
『
惣
無
事
』
の
妨
害
者
と
み
な
さ
れ
攻
撃
対
象
と
な
る
。
武
力
抗
争
の
継
続
は
新
た
な
る
戦

争
を
誘
発
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
秀
吉
の
『
惣
無
事
』
督
促
が
契
機
と
な
り
、
羽
柴
氏
と
関
東
諸
領
主
の
間
柄
が
緊
張

を
伴
っ
た
も
の
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
よ
う
。
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前
に
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け
る
家
康
と
の
関
係
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さ
き
に
述
べ
た
家
高
荒
治
郎
説
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
な
お
、
家
高
説
は
「
岐
蘇
古
今
沿
革
誌
」
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
家
高
の
指
摘
は
、
天
正
十
二
年
三
月
六
日
の
小
牧
合
戦
勃
発
前
か
ら
、
羽
柴
・
徳
川
両
氏
が
信
濃
で
対
立
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
結
論
を
先
に
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
不
可
能
で
あ
る
。
理
由
の
一
つ
は
、
「
岐
蘇
古
今
沿
革
誌
」
が
後
世
の
編
纂
物
で

あ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
秀
吉
と
家
康
が
戦
端
を
開
い
た
直
後
の
三
月
中
旬
、
木
曽
が
家
康
の
重
臣
酒
井
忠
次
と
通
交
し
て
い
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
徳
川
）

も
理
由
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
木
曽
が
酒
井
へ
宛
て
た
書
状
に
は
「
如
風
説
者
、
家
康
向
三
州
筋
御
発
足
之
由
候
、
何
篇
之
吉
備
候
哉
、
無
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

心
元
候
、
遠
干
害
正
皆
無
之
候
、
猶
々
示
給
可
為
本
望
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
家
康
の
動
静
を
尋
ね
た
文
面
を
み
る
限
り
、
天
正
十
二
年
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

月
中
旬
段
階
の
木
曽
は
家
康
方
に
属
し
て
い
た
と
判
断
で
き
よ
う
。

　
さ
て
、
天
正
十
一
年
十
一
月
か
ら
翌
十
二
年
二
月
ま
で
の
間
、
羽
柴
氏
が
徳
川
氏
を
敵
対
勢
力
と
み
な
し
た
確
か
な
形
跡
は
存
在
し
な
い
。

ま
た
羽
柴
・
徳
川
両
氏
が
戦
争
に
突
入
し
た
直
後
、
秀
吉
の
家
臣
細
川
清
孝
が
上
杉
景
勝
の
重
臣
狩
野
秀
治
へ
宛
て
た
書
状
の
写
に
は
、
「
別

　
（
羽
柴
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
（
織
田
儒
雄
）
　
（
徳
川
）

而
秀
吉
祝
着
之
段
、
無
是
非
次
第
候
、
自
前
以
使
者
被
申
達
候
処
二
、
俄
御
本
所
・
家
康
別
心
二
黒
而
出
陣
、
彼
是
肥
取
乱
候
爵
条
、
延
引

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
秀
吉
が
織
田
信
雄
や
家
康
と
の
合
戦
に
突
入
し
た
た
め
、
返
事
が
延
引
し
た
こ
と
を
詫
び
た
も
の
だ
が
、
そ
の
な
か

で
「
俄
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
語
か
ら
す
れ
ば
、
秀
吉
側
に
と
り
、
家
康
の
挙
兵
は
想
定
外
に
近
い
事
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
開
戦
前
、
徳
川
氏
を
敵
対
視
し
た
確
か
な
形
跡
が
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
す

れ
ば
、
本
稿
の
冒
頭
で
紹
介
し
た
鈴
木
良
一
説
は
妥
当
な
指
摘
と
み
て
よ
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
問
題
に
な
る
の
は
、
家
康
挙
兵
の
理
由
で
あ
る
。
一
五
八
四
年
（
天
正
十
二
）
八
月
三
十
一
日
付
の
宣
教
師
ル

イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
の
書
簡
に
は
、
「
彼
（
筆
者
註
－
織
田
信
雄
）
は
手
勢
の
み
で
は
羽
柴
（
筆
者
註
t
秀
吉
）
と
戦
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、

五
却
々
の
領
主
で
今
や
日
本
で
も
っ
と
も
力
が
あ
り
戦
に
熟
練
し
て
い
た
三
河
の
国
主
（
筆
者
註
－
徳
川
家
康
）
に
助
け
を
求
め
た
」
と
い
う
意
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⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

味
の
記
事
が
あ
る
。
信
雄
の
勧
誘
が
家
康
挙
兵
に
結
び
つ
い
た
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
家
康
と
信
長
の
関
係
や
、
本
能
寺
の
変
後
、
家
康
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

信
雄
の
関
係
が
良
好
だ
っ
た
事
実
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
救
援
要
請
が
あ
り
得
な
い
話
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
対
秀
吉
戦
に
突
入
し
た
要
因
の
一

つ
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
加
え
て
、
北
条
方
と
反
北
条
方
に
よ
る
武
力
抗
争
の
継
続
が
新
た
な
る
戦
争
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
も
、
契
機
の
一
つ

と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
秀
吉
と
の
提
携
関
係
を
維
持
す
る
限
り
、
関
東
の
領
主
た
ち
と
戦
端
を
開
く
こ
と
に
な
る
か
も
し

れ
ず
、
ま
た
、
そ
れ
に
伴
い
東
国
に
お
け
る
秀
吉
の
政
治
的
影
響
力
が
拡
大
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
前
述
の
鈴
木
の
指
摘
、
す
な
わ

ち
秀
吉
の
勢
力
拡
大
に
対
し
家
康
が
危
機
感
を
抱
い
た
と
い
う
の
は
、
関
東
を
め
ぐ
る
新
た
な
る
戦
争
の
発
生
に
対
す
る
危
機
感
と
考
え
た
ほ

う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
る
と
、
信
雄
か
ら
の
要
請
を
受
け
た
際
の
家
康
は
、
秀
吉
と
の
提
携
関
係
を
維
持
し
続
け
、
状
況
次
第
で
関
東
へ
軍

勢
を
出
す
か
、
そ
れ
と
も
信
雄
の
要
請
を
容
れ
、
さ
ら
に
は
縁
戚
た
る
北
条
父
子
と
の
連
携
を
維
持
し
て
、
秀
吉
を
軍
事
的
に
叩
く
か
、
の
い

ず
れ
か
を
選
択
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
織
田
氏
と
の
良
好
な
関
係
や
、
秀
吉
を
と
り
ま
く
情
勢
が
不
安
定
で
あ
る
こ

⑬と
を
重
く
み
た
結
果
、
後
者
の
路
線
を
選
び
、
秀
吉
と
戦
端
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
よ
う
。

（
三
）
　
小
牧
合
戦
勃
発
後
の
『
惣
無
事
舳

　
秀
吉
と
家
康
が
戦
争
に
突
入
し
て
間
も
な
い
天
正
十
二
年
三
月
中
旬
、
氏
直
の
叔
父
北
条
氏
照
は
出
羽
の
伊
達
耳
糞
の
重
臣
遠
藤
基
信
へ
宛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

て
た
書
状
の
な
か
で
、
「
然
而
上
方
善
事
、
徳
川
家
康
与
当
方
御
縁
者
二
漏
電
結
、
西
口
明
隙
候
、
自
今
以
後
黒
表
可
為
静
譲
候
」
、
す
な
わ

ち
北
条
領
国
西
方
の
政
治
情
勢
は
安
定
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
羽
柴
・
徳
川
両
氏
の
対
立
を
気
に
か
け
て
い
る
様
子
は
な
い
。
三
月
申
旬

段
階
で
は
、
北
条
氏
は
羽
柴
氏
へ
の
敵
対
姿
勢
を
示
し
て
い
な
い
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
か
ろ
う
。

　
し
か
し
家
康
か
ら
の
要
請
を
う
け
、
北
条
父
子
は
秀
吉
と
敵
対
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
四
月
上
旬
、
氏
直
の
叔
父
北
条
氏
規
が
家
康
の
家
臣
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（
北
条
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
徳
州
）

朝
比
奈
泰
勝
へ
宛
て
た
書
状
に
は
、
「
伍
御
加
勢
感
症
、
先
日
河
三
二
具
開
城
候
、
則
氏
政
父
子
へ
為
申
聞
候
之
処
二
、
家
康
御
存
分
次
第
親

子
之
内
一
人
成
共
御
立
可
被
成
之
由
候
、
上
方
御
本
意
二
候
ヘ
ハ
、
関
東
迄
之
覚
皿
盛
之
間
、
急
度
御
加
勢
可
欝
欝
存
分
二
候
」
と
記
さ
れ
て

　
⑮い

る
。
四
月
に
入
り
、
北
条
氏
は
家
康
の
も
と
へ
軍
勢
を
派
遣
し
対
秀
吉
戦
に
参
戦
す
る
と
の
意
志
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
徳
川
氏
と
提
携

し
て
い
た
こ
と
や
・
秀
吉
と
の
関
係
が
緊
張
を
孕
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
・
か
か
る
事
態
を
招
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
軸
・

　
さ
て
、
小
牧
合
戦
勃
発
後
の
家
康
は
、
北
条
氏
に
対
し
て
援
軍
を
要
請
す
る
と
と
も
に
、
依
然
北
条
方
と
反
北
条
方
の
和
解
を
試
み
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
繁
）
　
（
顕
長
）

　
天
正
十
二
年
四
月
過
家
康
が
皆
川
へ
宛
て
た
書
状
に
は
「
将
又
其
表
惣
無
事
、
由
良
・
長
尾
儀
付
而
、
先
度
中
川
市
助
差
越
候
キ
、
定
可
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

参
着
書
誌
、
不
能
重
説
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
関
東
の
「
惣
無
事
」
の
こ
と
で
、
家
康
が
皆
川
へ
何
事
か
を
伝
え
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ

の
内
容
の
詳
細
に
関
し
て
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
の
年
の
七
月
、
北
条
父
子
と
佐
竹
氏
・
宇
都
宮
氏
ら
が
停
戦
し
た
事
実
を
踏
ま

え
る
な
ら
、
高
橋
博
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
家
康
は
依
然
と
し
て
北
条
方
と
反
北
条
方
の
停
戦
実
現
に
取
り
組
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
言

を
加
え
る
と
、
か
か
る
動
き
を
と
っ
た
の
は
、
北
条
勢
来
援
を
目
指
し
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
惣
無
事
』
が
現
実
の
も
の
と
な
り
、
北

条
領
国
東
方
の
脅
威
が
無
く
な
れ
ば
、
徳
川
氏
へ
の
軍
勢
派
遣
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

　
こ
う
し
た
徳
川
・
北
条
両
氏
の
動
向
に
対
し
、
羽
柴
氏
が
傍
観
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
開
戦
後
の
秀
吉
は
、
『
惣
無
事
嚇
の
実
現
を
妨

害
し
よ
う
と
目
論
ん
で
い
た
。

　
　
　
⑱

　
史
料
8

　
近
暑
不
精
承
美
嚢
黙
認
謡
表
裏
髪
頭
仁
与
論
驚
酬
襟
熱
羅
墜
蕉
鱒
謂
圭
ハ
日
於
長
嶋
被
為
書
腹
候
条
鷺
草
讐
存
則
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
　
勝
）
　
　
　
（
定
成
）

　
伊
賀
・
伊
勢
差
遣
人
数
候
処
、
佐
久
間
甚
九
郎
・
中
川
勘
右
衛
門
・
林
与
五
郎
・
池
尻
平
左
衛
門
・
深
井
以
下
取
出
隅
処
、
先
手
者
及
一
戦
、
即
時
二
切
崩
、

　
悉
討
捕
、
峯
・
神
戸
・
楠
其
外
城
々
或
責
果
、
或
令
赦
免
、
一
国
平
均
二
空
缶
候
事
、

　
　
（
中
略
）

　
ア
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｝
家
康
表
裏
無
是
非
候
、
然
上
者
向
後
如
何
様
雪
嶺
候
共
、
報
告
許
容
不
可
申
候
、
定
器
辺
へ
も
毎
辺
可
為
右
之
分
候
、
零
時
東
州
各
被
相
談
、
御
計
策
尤
候



天正十年代初頭の羽柴秀吉の東国政策をめぐって（尾下）

　
　
　
　
　
　
　
（
上
杉
）

　
一
信
州
木
曽
・
越
後
景
勝
対
此
方
無
…
一
入
自
重
間
、
是
又
被
仰
合
、
可
被
面
罵
行
事
肝
要
候
、
委
細
此
使
者
目
上
申
含
候
、
恐
憧
謹
一
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
羽
柴
）

　
　
　
　
一
二
円
月
什
⊥
ハ
円
【
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秀
士
口
　
弗
化
押

　
　
　
　
　
（
義
重
）

　
　
　
　
　
佐
竹
殿

　
　
　
　
　
　
　
参
　
人
々
御
中

　
秀
吉
が
佐
竹
へ
宛
て
た
書
状
の
写
で
あ
り
、
北
条
父
子
が
秀
吉
に
対
す
る
姿
勢
を
明
確
に
し
て
い
な
い
天
正
十
二
年
三
月
下
旬
に
出
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。

　
傍
線
部
ア
を
み
る
と
、
秀
吉
が
佐
竹
に
対
し
家
康
に
敵
対
す
る
よ
う
説
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
れ
が
現
実
の
事
態
と
な
れ
ば
、
家
康
に

よ
る
『
惣
無
事
』
実
現
へ
の
動
き
は
頓
挫
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
北
条
氏
が
敵
対
す
る
直
前
に
、
秀
吉
は
そ
れ
ま
で
の
方
針
を
放
棄
し
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
杉
景
勝
）
　
　
　
　
　
　
（
義
昌
）

あ
る
。
ま
た
天
正
十
二
年
の
六
月
、
秀
吉
が
佐
竹
へ
宛
て
た
書
状
の
写
で
は
、
「
越
　
後
其
外
信
州
内
木
曽
無
二
致
入
魂
候
、
可
寒
心
其
意
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

此
時
候
問
、
三
廻
御
計
策
、
東
八
州
一
統
御
行
尤
候
事
」
、
す
な
わ
ち
「
東
八
州
一
統
御
行
」
に
出
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
。
「
東
八
州
一

統
」
と
あ
る
以
上
、
こ
の
「
御
行
」
が
北
条
攻
め
を
示
唆
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
佐
竹
・
北
条
両
氏
の
対
立
を
煽
ろ
う
と
い
う
わ
け

　
　
⑳

で
あ
る
。

　
秀
吉
が
こ
う
し
た
方
策
を
と
っ
た
の
は
、
佐
竹
ら
の
軍
事
行
動
を
活
発
化
さ
せ
、
北
条
父
子
の
軍
勢
を
関
東
に
釘
付
け
に
す
る
こ
と
で
、
北

条
氏
に
よ
る
家
康
支
援
や
同
氏
の
版
図
拡
大
を
抑
え
よ
う
と
し
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
史
料
8
の
傍
線
部
イ
、
す
な
わ
ち
佐
竹
氏

に
対
し
、
木
曽
・
上
杉
両
氏
と
の
「
仰
合
」
の
上
で
軍
事
行
動
を
起
こ
す
よ
う
伝
え
た
事
実
に
注
目
す
る
な
ら
、
小
牧
合
戦
開
戦
後
の
秀
吉
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

徳
川
・
北
条
両
氏
を
牽
制
す
る
存
在
と
し
て
佐
竹
・
上
杉
・
木
曽
三
氏
を
重
視
し
た
可
能
性
が
高
い
。

馴
、イ

　
　
（
義
畠
）

①
「
常
順
良
文
書
」
（
門
大
日
㎞
第
十
一
編
之
四
、
七
九
一
頁
）
。

②
魍
大
日
㎞
第
十
一
編
之
四
、
七
九
一
頁
。

③
（
天
正
十
一
年
）
十
二
月
一
日
北
条
氏
直
書
状
に
は
「
廿
七
日
注
進
状
、
今
朔

　
　
　
　
　
　
　
　
（
由
良
圏
繁
）
　
（
長
尾
顕
長
）

　
日
辰
刻
参
着
、
披
見
候
、
傍
新
田
・
館
林
・
足
利
二
合
、
芯
地
へ
相
動
処
」
と
記
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さ
れ
て
い
る
（
「
原
文
書
」
『
戦
国
』
文
書
番
号
二
五
九
一
）
。

④
（
天
正
十
一
年
）
十
二
月
十
七
日
北
条
氏
直
常
状
（
「
原
文
歎
巳
『
戦
国
臨
文
書

　
番
号
二
五
九
九
）
。

⑤
申
（
天
正
十
二
年
）
正
月
二
十
九
日
真
田
昌
幸
判
物
写
（
「
長
国
春
殿
御
事
蹟

　
稿
」
　
噸
信
瀧
隅
史
料
輪
柿
弟
十
晶
ハ
巻
、
　
一
一
工
ハ
頁
）
。

⑥
（
天
正
十
二
年
）
三
月
十
五
日
木
曽
義
昌
書
状
（
「
本
光
寺
常
盤
歴
史
資
料
館

　
所
蔵
文
書
」
騨
愛
知
隔
資
料
番
号
三
Ω
二
）
。

⑦
史
料
8
、
す
な
わ
ち
（
天
正
十
二
年
）
三
月
二
十
六
日
羽
柴
秀
吉
書
状
写
の
傍

　
線
部
イ
に
は
、
秀
吉
と
木
曽
・
上
杉
両
氏
が
「
入
魂
」
関
係
に
あ
る
こ
と
が
記
さ

　
れ
て
い
る
。
こ
の
年
の
三
月
下
旬
段
階
で
は
、
木
瞥
は
秀
吉
方
に
属
し
て
い
た
の

　
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
三
月
中
旬
か
ら
同
月
下
旬
の
間
に
、
彼
は
家
康
方
か
ら

　
秀
吉
方
へ
寝
返
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑧
（
天
正
十
二
年
）
三
月
二
十
二
日
細
川
清
孝
畠
山
写
（
「
景
勝
公
諸
士
来
状
」

　
『
上
越
翫
文
書
番
号
二
九
〇
二
）
。

⑨
今
谷
明
は
、
徳
川
・
北
条
両
氏
間
に
お
け
る
提
携
関
係
の
成
立
が
、
羽
柴
氏
の

　
東
国
進
出
を
妨
げ
た
た
め
、
秀
吉
は
家
康
を
敵
対
視
し
た
と
指
摘
し
て
い
る

　
（
開
武
家
と
天
皇
扁
三
三
頁
、
岩
波
新
口
　
　
九
九
三
年
）
。
ま
た
藤
田
達
生
は
、

　
天
正
十
一
年
の
大
坂
築
城
の
頃
、
秀
吉
は
家
康
の
撃
破
を
臣
論
ん
で
い
た
と
主
張

　
し
（
「
豊
臣
国
分
論
（
三
）
」
九
五
頁
、
藤
闘
『
日
本
近
世
国
家
成
立
史
の
研
究
島

　
収
録
、
校
倉
書
房
　
二
〇
〇
一
年
、
初
出
　
九
九
五
年
）
、
齋
藤
慎
一
は
、
徳

　
川
・
北
条
両
氏
の
提
携
関
係
に
対
抗
す
る
形
で
、
羽
柴
・
佐
竹
両
氏
の
外
交
関
係

　
が
結
ば
れ
た
と
主
張
し
て
い
る
（
は
じ
め
に
註
①
齋
藤
前
掲
著
書
七
五
頁
）
。
今

　
谷
・
藤
田
・
齋
藤
三
氏
と
も
に
、
小
牧
合
戦
前
の
秀
吉
が
家
康
を
敵
視
し
て
い
た

　
と
の
見
方
に
立
つ
の
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
主
張
は
、
明
確
な
根
拠
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
わ

　
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

⑩
　
　
槻
十
六
・
七
世
紀
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
報
告
集
』
第
班
関
頭
6
巻
、
二
七
七
頁

　
（
東
光
博
英
訳
）
。

⑪
フ
ロ
イ
ス
執
筆
の
～
五
八
二
年
（
天
正
十
）
度
日
本
年
報
山
霊
で
は
、
家
康
は

　
門
信
長
の
義
兄
弟
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
『
十
六
・
七
世
紀
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
報

　
告
集
』
第
H
期
第
6
巻
、
～
二
五
頁
東
光
博
英
訳
）
。

⑫
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
家
康
が
北
条
父
子
と
戦
っ
た
際
、
信
雄
が
軍
事
的
支
援

　
を
行
い
、
信
雄
が
織
田
家
当
主
に
擁
立
さ
れ
た
際
は
家
康
が
こ
れ
を
支
持
し
て
い

　
る
。
そ
し
て
賎
ヶ
岳
の
合
戦
時
に
は
、
信
雄
と
連
絡
を
取
り
な
が
ら
甲
斐
へ
軍
勢

　
を
進
め
て
い
る
（
拙
稿
日
特
集
　
織
田
信
雄
の
家
督
相
続
幅
解
説
」
『
愛
知
』
九

　
一
～
九
三
頁
）
。

⑬
第
二
章
註
⑫
拙
稿
B
、
二
六
〇
頁
。

⑭
　
　
（
天
正
十
二
年
）
三
月
二
十
日
北
条
中
日
書
状
（
「
斎
藤
報
恩
博
物
館
所
蔵
遠

　
曲
縢
文
轡
鳳
『
戦
国
撫
文
鰍
旧
番
口
亙
工
ハ
五
五
）
。

⑮
（
天
正
十
二
年
）
四
月
六
日
北
条
氏
規
書
状
（
「
不
破
三
下
扁
『
愛
知
』
資
料
番

　
廓
写
一
二
⊥
ハ
八
）
。

⑯
北
条
勢
が
家
康
支
援
の
た
め
出
兵
し
た
形
跡
は
な
い
。
結
局
、
援
軍
の
派
遣
は

　
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

⑰
（
天
正
十
二
年
）
四
月
二
十
～
日
徳
川
家
康
書
状
（
「
皆
川
文
書
」
隅
愛
知
恥
資

　
料
番
号
四
王
二
）
。

⑱
「
佐
竹
文
園
扁
（
㎎
愛
知
臨
資
料
番
号
三
四
こ
。

⑲
（
天
正
十
二
年
）
六
月
四
日
羽
柴
秀
害
書
状
写
（
「
諸
将
感
状
下
知
状
井
諸
士

　
状
写
」
『
愛
知
睡
資
料
番
号
五
一
七
）
。

⑳
竹
井
英
文
は
、
小
牧
合
戦
後
の
開
戦
後
、
秀
吉
自
ら
関
東
の
「
惣
無
事
」
を
破

　
壊
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
第
一
章
註
⑳
竹
井
前
掲
論
文
二
七
〇
・
二
七
～
頁
）
。

　
し
か
し
、
そ
の
要
因
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
て
い
な
い
。

⑳
当
該
期
の
秀
吉
が
、
佐
竹
氏
・
上
杉
氏
ら
を
し
て
徳
川
氏
・
北
条
氏
に
対
抗
さ

　
せ
よ
う
と
図
っ
た
こ
と
は
、
藤
木
久
志
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
（
は
じ
め
に
註
⑨

　
藤
木
前
掲
論
文
四
四
頁
）
。
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お
　
わ
　
り
　
に

天正十年代初頭の羽柴秀吉の東国政策をめぐって（尾下）

　
本
稿
で
述
べ
た
こ
と
を
要
約
す
る
。
王
天
正
十
年
（
…
五
八
こ
）
六
月
の
本
能
毒
の
変
後
、
織
田
勢
力
圏
侵
略
を
開
始
し
た
北
条
氏
政
・
氏

直
父
子
の
動
き
に
対
処
す
る
た
め
、
羽
柴
秀
吉
は
徳
川
家
康
に
提
携
を
求
め
、
徳
川
勢
を
し
て
北
条
勢
を
軍
事
的
に
叩
こ
う
と
し
た
。
家
康
も

秀
吉
と
の
提
携
を
了
承
し
て
い
る
。
2
畿
内
近
国
や
西
国
の
政
情
不
安
定
、
こ
と
織
田
一
門
・
重
臣
た
ち
の
抗
争
激
化
な
ど
に
よ
り
、
徳
川
氏

へ
の
軍
事
的
支
援
は
困
難
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
対
北
条
戦
中
止
に
傾
い
た
秀
吉
は
、
同
年
十
「
月
、
家
康
に
北
条
父
子
と
の
停
戦
を
勧
告
し
た
。

3
天
正
十
年
冬
以
降
の
秀
吉
は
、
家
康
の
取
り
組
む
『
惣
無
事
』
、
す
な
わ
ち
織
田
信
長
在
世
時
の
停
戦
状
態
へ
の
回
帰
を
掲
げ
、
北
条
方
と

反
北
条
方
の
停
戦
を
実
現
せ
ん
と
す
る
無
事
に
関
与
し
て
い
る
。
停
戦
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
で
、
版
図
拡
大
を
進
め
る
北
条
氏
の
動
き
を
封
じ

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
4
天
正
十
一
年
十
月
に
至
っ
て
も
『
惣
無
事
』
が
実
現
し
な
か
っ
た
た
め
、
秀
吉
は
家
康
に
対
し
、
『
惣
無
事
』
が

実
現
し
な
い
場
合
は
武
力
を
行
使
す
る
と
伝
え
た
が
、
こ
れ
は
徳
川
勢
の
関
東
出
兵
を
招
く
可
能
性
を
有
し
て
い
た
。
5
そ
の
後
も
北
条
方
と

反
北
条
方
の
抗
争
が
続
き
、
武
力
行
使
が
現
実
化
す
る
可
能
性
が
出
て
き
た
。
す
な
わ
ち
秀
吉
と
関
東
諸
領
主
と
の
関
係
は
緊
張
を
伴
う
も
の

と
な
っ
た
。
6
小
牧
合
戦
前
の
秀
吉
は
徳
川
氏
攻
撃
を
目
論
ん
で
は
い
な
か
っ
た
。
家
康
が
秀
吉
打
倒
に
向
け
て
動
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
織

田
信
雄
の
勧
誘
の
ほ
か
、
関
東
で
新
た
な
る
戦
争
が
起
こ
る
可
能
性
が
浮
上
し
た
こ
と
な
ど
が
、
そ
の
要
因
と
推
測
さ
れ
る
。
7
小
牧
合
戦
開

戦
直
後
の
秀
吉
は
、
家
康
に
よ
る
『
惣
無
事
』
推
進
の
動
き
を
頓
挫
さ
せ
よ
う
と
企
て
、
そ
れ
ま
で
の
方
針
を
転
換
し
た
。
こ
れ
は
関
東
諸
領

主
間
の
対
立
を
煽
り
、
北
条
父
子
の
軍
勢
を
関
東
に
釘
付
け
に
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
に
よ
る
徳
川
勢
支
援
や
北
条
氏
の
版
図
拡
大
を
困
難
に
せ

ん
と
図
る
動
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
今
少
し
『
惣
無
事
』
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
北
条
方
と
反
北
条
方
の
停
戦
推
進
が
、
信
長
最
晩
年
の
段
階
、
『
惣
無
事
』
の
段
階
、
関
東
惣

無
事
の
段
階
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
動
き
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
か
か
る
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
家
康
は
勿
論
の
こ
と
、

秀
吉
も
信
長
在
世
中
に
お
け
る
こ
う
し
た
動
向
を
引
き
継
ぐ
形
で
『
惣
無
事
』
に
関
与
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
『
惣
無
事
』
の
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年表　天正10年3月一同12年U月の政治過程

年 月　日 出来事

天正10年 3月 織田信長が武田勝頼を滅ぼし、滝川一益に上野と信濃佐久郡・小県郡の支
zを任せる。また滝川を東国の取次とし、関東八箇国の警固も委ねる。

5月中旬 滝川が北条氏と小山氏の支配領域確定を推し進める（北条方と反北条方の
竦岦юi）。

6月2日 信長・信忠父子が横死する（本能寺の変）。

6月中旬 北条氏が上野へ侵攻し、滝川を同国から追放する。また信濃・甲斐侵攻に
熬?手する。

羽柴秀吉が、北条氏政・氏直父子の動向に対処すべく、徳川家康に提携を
≠ﾟる。家康もこれを受諾する。

6月下旬 信長の嫡孫三法師が織田家当主として擁立される。

7月上旬 家康が甲斐へ軍勢を進める。なお、徳川勢は信濃へも出陣する。

8月上旬 家康が甲斐へ侵攻した氏直と対峙する。なお、家康は反北条方の佐竹義
d・結城晴朝・皆川広照らと連携し、北条父子と対抗した。

8月頃 織田信孝が、家康を支援すべく、東国への軍勢派遣を企てる。

9月上旬頃 秀吉が長宗我部聖主との戦争に突入する。

9月中旬 秀吉が東国へ出陣し北条氏と対決することを表明する。

9月 北条方の真田昌幸が徳川方へ寝返る。

北畠信雄が水野忠重を家康のもとへ派遣する。

10月上旬 柴田勝家が北条父子との対決を主張する。なお、この頃までに信雄・信孝
Z弟が家康へ北条氏との停戦を勧告する。

10月29日 家康が北条父子と停戦し、北条勢が甲斐撤退を開始する。

ユ0月下旬 家康が北条方と反北条方の停戦に着手する（『惣無事』の推進）。

11月上旬 悪露聾欝舗鋸騰黎館無毒罐聾騰艶無漏柴田との対決姿勢を強めている。

12月下旬 家康が信雄・秀吉に味方する。

天正11年 4月上旬 上野沼田をめぐり真田氏が北条氏が対立、これにより、北条氏が沼田城攻
ｪを目指す。

5月上旬 この頃まで秀吉が信孝・柴田を滅ぼす。のち秀吉は主君信雄からの独立を
iめる。

8月 氏直と家康の二女（督）が婚礼を挙げる。

9月上旬 秀吉が結城に書状を出す。なお、これ以前から両者は通交関係にある。

9月中旬 本多忠勝が水谷勝俊に、秀吉が家康と入魂にしていると報じる。

10月中旬 皆川と水谷政村らが北条氏との停戦交渉に乗り出しているとの情報が流れ
驕B一方、佐竹・結城・宇都宮三氏は、依然として北条氏と敵対関係にあ
驕B

10月下旬 この頃までに、秀吉が家康の推し進める『惣無事』に関与する。またこの
條冝A秀吉は家康に対し、『惣無事』が実現しない場合、関東へ軍事介入
�sうとの意向を伝える。

11月下旬 北条方の由良国繁・長尾雲叢が北条父子に反旗を翻し、佐竹の支援を受け
驕B

冬 秀吉と佐竹が通交を開始する。

天正12年 1月頃 真田氏が北条方の軍勢と戦闘を交える。

3月上旬 秀吉と信雄・家康が戦端を開く（小牧合戦の開始）。

3月中旬 皆川が家康に対し、「関東惣無事」の実現を願い出る。

3月下旬 秀吉が佐竹に対し、家康と敵対するよう要請する。

3月下旬頃 徳川方の木曽義昌が羽柴方となる。

4月上旬 北条氏が、徳川氏を支援し、対秀吉戦に参戦するとの意志を明らかにする。

6月上旬 秀吉が佐竹に北条攻めを促す。

7月 北条氏と佐竹氏・宇都宮氏らが停戦する。

11月中旬 秀吉と信雄・家康が停戦する（小牧合戦の終焉）。

○本論における叙述や、はじめに註①で掲げた文献をもとに作成している。
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天正十年代初頭の羽柴秀吉の東圖政策をめぐって（尾下）

歴
史
的
意
義
は
、
こ
の
点
に
あ
る
と
判
断
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
言
を
加
え
る
と
、
『
惣
無
事
』
と
他
の
二
段
階
は
全
く
同
じ
段
階
で
は
な
い
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
織
田
政
権
は
北
条
氏
と
小
山
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

支
配
領
域
確
定
を
推
し
進
め
、
関
東
惣
無
事
段
階
で
は
、
秀
吉
が
北
条
氏
と
真
田
氏
の
支
配
領
域
を
決
定
し
た
。
し
か
し
『
惣
無
事
』
段
階
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

お
い
て
、
秀
吉
は
こ
う
し
た
動
き
を
と
っ
て
い
な
い
。
か
か
る
点
は
『
惣
無
事
』
の
特
徴
と
醤
え
よ
う
。
な
お
、
こ
の
段
階
は
前
後
の
段
階
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
異
な
り
、
北
条
氏
に
よ
る
関
東
八
箇
国
進
上
、
あ
る
い
は
北
条
一
門
の
上
洛
と
い
っ
た
出
来
事
が
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
秀
吉

を
し
て
支
配
領
域
確
定
に
乗
り
出
さ
せ
な
か
っ
た
要
因
で
は
な
か
ろ
う
か
。

①
第
一
章
註
⑳
前
掲
天
正
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日
羽
柴
秀
吉
朱
印
状
や
、
『
家

　
忠
日
記
』
（
続
増
補
史
料
大
成
）
天
正
十
七
年
七
月
廿
一
日
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の

　
年
の
七
月
、
秀
吉
は
、
真
田
氏
の
支
配
す
る
沼
田
城
を
北
条
氏
へ
引
き
渡
し
て
い

　
る
。

②
例
え
ば
前
掲
史
料
6
を
み
る
と
、
秀
吉
は
家
康
に
対
し
て
、
停
戦
の
推
進
を
督

　
促
し
て
い
る
が
、
支
配
領
域
の
確
定
ま
で
は
督
促
し
て
い
な
い
。

③
天
正
八
年
三
月
、
北
条
氏
は
信
長
に
対
し
関
東
八
箇
国
を
「
御
分
国
」
に
し
た

　
い
と
申
し
出
た
。
ま
た
同
十
六
年
八
月
、
北
条
氏
規
が
上
洛
し
秀
吉
に
拝
謁
し
て

　
い
る
（
は
じ
め
に
註
①
市
村
前
掲
著
書
二
五
〇
・
二
五
一
・
二
八
八
・
二
八
九

　
頁
）
。

［
付
記
］
　
校
正
中
、
百
々
木
山
朗
「
東
国
門
惣
無
事
睡
令
の
初
令
に
つ
い
て
」
（
荒

川
善
夫
・
佐
藤
博
信
・
松
本
一
夫
編
糊
中
世
下
野
の
権
力
と
社
会
』
岩
田
書
院

　
二
〇
〇
九
年
）
お
よ
び
竹
井
英
文
「
戦
国
・
織
豊
期
東
国
の
政
治
情
勢
と
『
惣
無

事
駄
」
（
噸
歴
史
学
研
究
㎞
八
五
六
　
二
〇
〇
九
年
）
に
接
し
た
。
第
二
章
註
⑳
引

用
史
料
の
年
代
に
つ
い
て
、
従
来
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
秀

吉
の
東
国
政
策
を
考
え
る
上
で
重
要
な
研
究
だ
が
、
本
稿
に
は
活
か
す
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
募
訊
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
・
京
都
橘
大
学
非
常
勤
講
師
）
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On毛he鞠）んz6　Pohcy　of　Hashiba　Hideyoshi　durj皿g　the　Second

Decade　of　the　Tensh6　Era：　Focusing　on　the　General　Truce，

　　　　　　　　　　　　　So－bul’i　of　Hideyoshi　and　leyasu

by

OSHITA　Shigetoshi

　　The　aim　of　this　article　is　to　clarify　the　content　of　Hideyoshi’s　policy　toward　the

eastem　provinces，　to－ №盾撃?ｕ　seisaleu，　and　the　bacl〈ground　that　determined　it　by

focusklg　on　the　relationship　of　Hashiba　Hideyoshi　and　Tokugawa　Ieyasu　du血g毛he

period　from　the　sixth　month　of　Tensh6　10　（1582）　to　the　seventh　montl｝　of　Tensh6

12　（1584）．

　　As　a　result　of　this　study，　following　four　points　have　been　clarhied．　First，　foilow－

ing　the　assassination　of　Nobunaga　in　the　Honn6ji　lncident　of　the　sixth　month　of

TenshO　10，　Hideyoshi　and　leyasu　cooperated　in　response　to　the　actions　of　the

H6joM，　and　Hideyoshi　made　no　plan　to　attack　the　Tokugawa　prior　to　the　opening　of

hostikties　at　the　Ba£tle　of　Komalci．　Second，　after　the　winter　of　Tensh6　IO，

Hideyoshi　attempted　to　implement　a　so－bul’i，　general　truce，　involving　leyasu　by　re－

viving　the　truce　between　the　H6j6　and　anti－H6j6　forces　that　had　been　instituted　by

Oda　Nobunaga　as　a　way　to　check　the　expansion　of　the　H6j6．　Third，　despite

Hideyoshi’s　attempt　at　instituting　a　general　truce，　the　struggle　between　the　H6j6

and　anti－H6j6　forces　continued　and　as　a　result　the　opport！mity　for　intervention　by

the　Tokugawa　fbrces加Kanto　arose．　Fourth，工eyasu　injtiated　hostilities　against

Hideyoshi　on　the　basis　of　these　circumstances　and　the　inducement　of　Oda　Nobu－

katsu．
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